
 

 

白井市市民参加推進会議委員委嘱状交付式及び 
令和５年度第１回白井市市民参加推進会議 

 

 

日 時：令和５年９月２１日（木） 

午前９時３０分～正午 

場 所：白井市役所本庁舎２階   

災害対策室２・３     

 

 

次   第 
 

 

１ 開 会 
 

２ 委嘱状交付式 
（１）委嘱状交付 

（２）市長挨拶 

 （３）委員自己紹介 
 

３ 令和５年度第１回白井市市民参加推進会議 
（１）市民参加推進会議委員の職務について（資料２） 

 （２）会長・副会長の選任について 

 （３）白井市市民参加条例について（資料３） 

 （４）市民参加推進会議のスケジュール及び会議の進め方について（資料４） 

 （５）令和３年度市民参加実施状況総合的評価（答申）への対応について（資料５） 

（６）令和４年度市民参加実施状況総合的評価について（資料６・当日配布） 

（７）その他 
 

４ 閉 会 



資料１ 

第７期 白井市市民参加推進会議委員名簿 

   （任期：令和５年９月１日～令和８年８月３１日） 

 

 
選 出 区 分 氏  名 備  考 

１ 識見を有する者 竹内
たけうち

 彩乃
あ や の

 
東邦大学 理学部 生命圏環

境科学科 准教授 

２ 〃 稲葉
い な ば

 知恵子
ち え こ

 拓殖大学 商学部 准教授 

３ 
市内において 

市民活動を行う者
吉井
よ し い

 信行
のぶゆき

 白井国際交流協会 

４ 公 募 市 民 大嶋
おおしま

 信
しん

太郎
た ろ う

 

 

５ 〃 折原
おりはら

 圭
けい

太
た

  

６ 〃 岡澤
おかざわ

 和枝
か ず え

  

７ 〃 増子
ま す こ

 直
なお

文
ふみ

  

８ 〃 中澤
なかざわ

 公彦
きみひこ
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市民参加推進会議委員の職務について 

 
１．市民参加推進会議の位置づけ 
本市の市民参加に関する基本的な事項など、時代に即してより良い制度として高め

ていく必要があるという観点から、地方自治法第 138 条の 4 第 3 項の規定による附属
機関として、白井市市民参加推進会議を設置しています。 
 
 
 
 
 
 
２．委員構成等 
委員構成については、会議においていろいろな角度（視点）から調査審議する必要

があるため、下記の通り委員を構成しています。 
◆識見を有する者：2名 
市民参加について専門的な知識を有する者、また経験等からなるノウハウなどを有
している者。 

◆市内において市民活動を行う団体に属する者：3名以内 
◆市民：5名以内 

 
３．委員の任期 
1 期 3 年 １回に限り再任が可能。 

・同じ人が委員として委嘱されるより、多くの市民に参加していただくため。 
・継続的な調査審議が必要な場合もあるため。 

市民参加 
推進会議 

諮問 

答申 

市 市民 
公表 

資料２ 
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４．職務 
市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議します。 

 
① 市民参加の実施状況に対する総合的評価 
 市民参加条例の対象事業となる行政活動が全ての評価の対象（第６条第１項） 
 第６条第１項の計画、条例、施設については、それぞれの事案について適切な参 
 加の方法を選択したか、また、市民意見の取扱いや公表方法が適切に行われたかな 
 どを評価。 
 第6条第2項については、市民参加を行わなかったことが妥当であったかをチェック
を行う。 

  
※総合的評価とは、市民参加が行われているかどうかについて評価をするため、 
事業のあり方については評価しません。 

 
② 市民参加の方法の研究及び改善 
 評価を踏まえ、市民参加の方法の改善や先進地の事例等を参考に新たな市民参加の 
 方法の研究を市長が諮問した場合 
 
③ この条例の見直しに関する事項 
 諮問した事項等を市民参加推進会議が調査審議した上で、この条例の見直しが必要 
 である場合 
 
④ 前３号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項 
 市が市民参加手続を行った上での問題や課題など 
 
◆その他市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることが出来ます。 
 市長の諮問事項以外に、調査審議する中で気付いた点などの市民参加の推進に係る 
 事項について市長に意見を述べることができる。 
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５．（参考）令和３年度市民参加の実施状況に対する総合的評価一覧 

◆総合的評価に関すること （市民参加条例第 25 条第 2 項第 1 号） 
 

※総合評価は、①市民参加の方法(10 点満点)、②市民参加の手続き[条例基準](10 点満点)、③市民

参加の手続き[望ましい水準](10点満点)の合計点(30点満点)とし、判定結果を◎良好(20点以上)、

○妥当(16 点～19 点)、△要改善(10 点～15 点)、×不良(9 点以下)の 4段階に区分し表示していま

す。 

※総合評価は、全委員の総合評価の平均点（小数点以下切り捨て）で算出しているため、①市民参

加の方法・②市民参加の手続き[条例基準]・③市民参加の手続き[望ましい水準]の合計とならな

い場合もあります。 

※事業番号 3「第 2次行政経営改革実施計画策定事業」については、分野事業レベル個別計画に該当

するため、市民参加条例では市民参加の対象としていませんが、市民参加の手続きを行い、担当

課から申出があったため評価を実施しています。 

 事 業 名 担当課 市民参加の方法 
市民参加の手続き 

総合評価 
（30点満点） 条例基準 望ましい水準 

1 
白井市第 3次環境基本計 
画 

環境課 
8 点 

（概ね適切） 
7 点 

（妥当） 
5 点 

（積極的） 
20 点 

◎（良好） 

2 
第 3 次しろい健康プラン 
策定事業 

健康課 
6 点 

（やや不適切） 
6 点 

（要改善） 
5 点 

（積極的） 
17 点 

○（妥当） 

3 
第 2 次行政経営改革実施 
計画策定事業（※） 

財政課 
6 点 

（やや不適切） 
7 点 

（妥当） 
5 点 

（積極的） 
19 点 

○（妥当） 

4 
白井市公共施設等総合管 
理計画（改訂）（案） 

公共施
設マネ
ジメン
ト課 

3 点 
（不適切） 

4 点 
（不良） 

2 点 
（やや積極的） 

11 点 
△（要改善） 

5 
白井市産業振興ビジョン 
策定 

産業振
興課 

6 点 
（やや不適切） 

5 点 
（要改善） 

4 点 
（やや積極的） 

16 点 
○（妥当） 

6 
白井市第 2次地域福祉計 
画中間見直し版の策定 

社会福
祉課 

6 点 
（やや不適切） 

5 点 
（要改善） 

3 点 
（やや積極的） 

15 点 
△（要改善） 
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白井市市民参加条例について

令和５年９月２１日（木）
白井市役所市民活動支援課

内容

１ 市民参加条例について

２ 市民参加の方法と実施のポイントについて

３ 市民参加の総合的評価について

４ 市民参加推進会議からの提言について

2

資料３
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１．市民参加条例について

3

市民参加とは

＜市民参加の定義＞（市民参加条例第２条）

市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、

広く市民の意見を反映させるとともに、市民
と市との連携・協働によるまちづくりを推
進することを目的として、市民が市政に参

加すること

4
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「市の施策の立案から実施及び評価に至
るまで、広く市民の意見を反映させる」

＜反映の意訳＞
｢計画に意見を反映させる｣

=ある意見によって計画に影
響が及ぶこと

計画

実施

評価

市民の意見

市民の意見

市民の意見

5

「市民と市との連携・協働によるまちづくり
を推進することを目的として、市民が市政
に参加すること」

「連携・協働」（第2条）
市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、
信頼関係を築くとともに、相互に補完し、
協力すること

6
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２つのセット

１ 市民の意見を反映させる
＜行政側＞

２ 市民が市政に参加する
＜市民側＞

7

市民参加の目的

＜市民参加の目的＞（市民参加条例第１条）

市民参加の基本的事項を定めるとともに、
市政運営に市民の意見を反映するための手
続きを定めることにより、市民の行政への
参加と開かれた市政を推進し、豊かな地域
社会の発展を図る。

8

市民が市政に参加する仕組みを明確化し、

市民の意向を市政に的確に反映させる
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市民参加の基本原則

＜基本原則＞（市民参加条例第３条）

１ 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市
政への参加機会がすべての市民に平等に保障され
ることを基本原則に行うものとする。

9

市民 在勤する者

法人等在学する者

市内

市の責務

＜市の責務＞（市民参加条例第４条）

１ 市民との情報の共有化のため、行政活動に関する
情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
２ 市民参加の機会を積極的に提供するとともに、
市民の意向を的確に把握し、施策へ反映させるよう努
めなければならない。
３ 全職員が市民参加のまちづくりについて考え、行動
することができるよう研修を行う等必要な方策を講ずる
よう努めなければならない。
４ 市民参加の継続的な発展に向け、創意工夫に努
めなければならない。

10
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市民参加の政策的な位置づけ

・第５次総合計画
まちづくりの進め方→
①情報共有
②持続可能な行財政運営
③参加・協働

・白井市行政経営指針
基本方針→市民自治のまちづくり・

市民参加の充実
11

条例の制定及び審議機関の設置

市民参加により、市民一人ひとりが持つ
豊かな創造性、知識、経験等を活かし、

市政に反映させていくため・・・

平成１６年
「白井市市民参加条例」を制定

同年
市の市民参加の実施について評価する
「市民参加推進会議」を設置

12



7

市民参加条例制定の経緯

13

年度 経緯

平成１２年度
■住民参加検討懇話会の設置
⇒市民の視点からの住民参加のあり方等を検討し、
提言書「連携・協働型市政への道」を市へ提出

平成１３年度
■ 庁内プロジェクトチームを結成
⇒「連携と協働の住民参加」の実現のため
住民参加指針を作成することを決定。

平成１４年度

■住民参加指針策定委員会の設置
⇒行政運営における住民参加の基本的なルールに
関する「住民参加指針」を作成。

平成１５年度
■市民参加を先導的に推進するための組織として
「白井市１００人会議」を設置

■市民参加条例の素案の作成

平成１６年度 市民参加条例の公布・施行

千葉県内の市民参加条例等状況

白井市が千葉県では一番最初に施行

１．白井市 → 平成１６年６月２９日

２．浦安市 → 平成１６年１０月１日

３．佐倉市 → 平成１９年 １月１日

４．四街道市 → 平成１９年 ４月１日

５．千葉市 → 平成２０年 ４月１日

６．印西市 → 平成２０年 ８月１日

７．流山市 → 平成２４年１０月１日

14
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市民参加の対象

＜市民参加の対象＞（市民参加条例第６条）

①基本構想、基本計画、個別計画の制定又は変更
→総合計画の体系図の「基幹計画」及び「分野施策レベル個別計
画」に該当する事業

②基本理念を定める条例の制定又は改廃・市民に義務を課し、又は
権利を制限する条例の制定又は改廃→基本理念を定める「環境基
本条例」や「市民参加条例」、市民に義務を課す「まちをきれいにす
る条例」「なし赤星病防止条例」など

③市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃→
「まちづくり条例」など

④公共の用に供される大規模な施設の基本計画などの策定又は変更
→複合施設、図書館、公園、小中学校などの大規模改修など 15

２．市民参加の方法と
実施のポイントについて

16



9

市民参加の方法

＜市民参加の方法＞（市民参加条例第７条）

実施機関は、前条（第６条）の行政活動を行うとき
は、それぞれの事案ごとに、次に定める市民参加の
方法のうちから適切な方法により行う。

①審議会等

②パブリックコメント

③アンケート調査

④意見交換会

⑤ワークショップ

⑥その他の方法
17

「全部やれば良い」
という事ではなく、

「事業内容に応じた適切な
方法を取捨選択する」という事

（当然行政コストもかかる）

市民参加の方法① 審議会等

条例や要綱により設置されている審議会や委
員会等へ付議する方法

＜メリット＞

学識経験者から市民まで、様々な立場の視点
から意見を聴取することができる

18
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市民参加の方法① 審議会等

＜審議会等の設置＞（市民参加条例第１０条）

実施機関は、条例、要綱等に基づく審議会、委員
会等を設置することができる。

第１１条（審議会等の委員）

・審議会等の委員の委嘱または任命は、当該審議会等
の設置の趣旨及び審議内容に応じ、市民公募枠を設ける
よう努めなければならない。
・応募者の選考に当たっては、地域、性別、世代等に偏
りが生じないよう基準を設け、これを公表しなければなら
ない。

19

・公募委員の割合を増やしてほしい！
・公募委員の年齢層が偏っている！

市民参加の方法② パブリックコメント

市民の意見を募集し、提出された意見を施策
の参考とする方法

＜メリット＞

直接参加型の審議会に対し、実施期間中であ
れば時間や場所を問わず誰でも意見を提出す
ることができる

20
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市民参加の方法② パブリックコメント

＜パブリックコメントの募集＞（市民参加条例第１４条）

実施機関は、パブリックコメントを求めることができ
る。

第１５条（公表事項）

・パブリックコメントを求めるときは、次に掲げる事項を公表し
なければならない。
（１）対象とする事案及びその趣旨
（２）対象とする事案の内容及び関連資料

（３）パブリックコメントの提出先、提出方法及び提出期間
（４）パブリックコメントを提出することができる者の範囲
第１６条（パブリックコメントの提出方法等）

・提出期間を２週間以上設けなければならない。
21

・概要版を添付してほしい！
・意見の募集期間を長めに！

市民参加の方法③ アンケート調査

複数人に同じ内容について質問し、回答しても
らうことで、市民の意見や意向を把握する方法

＜メリット＞

市民が気軽に回答することができ、多くの意見
を集めやすい

22
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市民参加の方法③ アンケート調査

＜アンケート調査の実施等＞（市民参加条例第１７条）

実施機関は、アンケート調査を行うことができる。

第１７条（アンケート調査の実施等）

・アンケート調査を行うときは、事前にその目的を
公表しなければならない。
・アンケート調査を行ったときは、その結果を公表
しなければならない。

23

・実施の事前周知がされていない！
・実施結果が公表されていない！

市民参加の方法④ 意見交換会

市民と行政、または市民同士の自由な意見交
換を通して、市民の意見を収集する方法

＜メリット＞

市民と行政、または市民同士が対等な立場で
議論することで多様な意見を引き出すことがで
きる

24
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市民参加の方法④ 意見交換会

＜意見交換会の開催＞（市民参加条例第１８条）

実施機関は、意見交換会を開催することができる。

第１９条（開催日等の事前公表）
・意見交換会を開催するときは、次に掲げる事項を公表
しなければならない。
（１）意見交換会の開催日時及び開催場所
（２）対象とする事業の内容
（３）意見を述べることができる者の範囲
第２０条（開催記録の作成及び公表）
・意見交換会を開催したときは、開催記録を作成し、公表
しなければならない。

25

・開催の事前周知がされていない！
・開催結果が公表されていない！

市民参加の方法⑤ ワークショップ

比較的少人数での意見交換や作業を通して、
アイデア出しや合意形成を図る方法

＜メリット＞

市民が主体的に自由奔放な意見を出し合うこと
でコミュニケーションが深まり、その後の市民参
加・協働にも期待できる

26
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市民参加の方法⑤ ワークショップ

＜ワークショップの開催＞（市民参加条例第２１条）

実施機関は、ワークショップを開催することができる。

第１９条（開催日等の事前公表）
・ワークショップを開催するときは、次に掲げる事項を
公表しなければならない。
（１）ワークショップの開催日時及び開催場所
（２）対象とする事業の内容
（３）意見を述べることができる者の範囲
第２０条（開催記録の作成及び公表）
・ワークショップを開催したときは、開催記録を作成し、
公表しなければならない。

27

・開催の事前周知がされていない！
・開催結果が公表されていない！

市民参加の方法⑥ その他の方法

①～⑤以外に、より効果的と思われる市民参
加の方法（市民説明会、関係団体へのヒアリン
グなど）

28

市民参加の場面によって
効果的な方法を選択していくことが重要！
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市民参加の方法⑥ その他の方法

＜その他の市民参加の方法の設定＞
（市民参加条例第２４条）

実施機関は、①～⑤に定めるもののほか、より効
果的と認められる市民参加の方法がある場合は、
これによることができる。

【過去の事例】
・環境団体等ヒアリング
（令和３年３月）
・西白井地区コミュニティ施設建設に係る地区説明会
（平成２９年６月）

29

実施のポイント

①公表の方法

審議会の開催、パブリックコメントやアンケー

トの実施、意見交換会やワークショップの周

知や実施結果は・・・

・市ホームページ

・情報公開コーナー

・図書館

・広報しろい（事前周知のみ）

では必ず公表しましょう！
30

Good！

・各センターでの掲示

・チラシやポスター

・メール配信、SNS など

今後、必須
とするか検討
今後、必須

とするか検討
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実施のポイント

②公表の時期

審議会の開催、パブリックコメントやアンケー

トの実施、意見交換会やワークショップの

周知や実施結果は・・・

適切な時期（早め）に公開しましょう！

審議会の例： 開催周知・・・１週間前まで

開催結果・・・1～2か月以内

31

実施のポイント

③実施回数・実施期間

審議会・意見交換会・ワークショップを開催する

際には・・・

内容に応じて適切な（十分な）実施回数

を設けましょう！

パブリックコメントやアンケート等により市民の

意見を募集する際には・・・

最低２週間の募集期間を設けましょう！
32
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実施のポイント

33

市民へ情報を公開する際、
①情報公開コーナー

②図書館

③ホームページ

の３箇所で必ず公開することとしているが・・

公開の原則が
守られていない！

「事前周知」「結果公表」の不足が指摘されている！

「市民への積極的な情報提供」が市の責務！
各課が確実に理解し実践していくことが必要！

積極的な情報発信

34

【幅広い世代に向けて発信】
・情報発信に市公式SNSやQRコード等も活用
 若い世代にも市政に興味を持ってもらう！

【わかりやすく発信】
・パブリックコメントを募集する際、概要をまとめた資料

（パワーポイントなど）を提供する
 多くの市民がより意見を気軽に出しやすく！

今後は条例で定められている手続きだけでなく・・・

幅広い市民に向けてわかりやすく情報発信を！



18

３．市民参加の総合的評価
について

35

市民参加推進会議での評価

36

市民参加条例等に基づき市民参加が適正に実施されているか
市民参加推進会議で評価を行っている。

＜会議のメンバー＞
○識見を有する者：２名（専門的な視点）
○市内において市民活動を行う団体に属する者：３名以内
（これまでの市民活動の経験に基づく視点）

○市民：５名以内（一般市民の視点）



19

評価対象事業は？

37

市民参加条例第６条に該当する事業
＜令和３年度市民参加評価対象事業＞
・白井市第３次環境基本計画
・第３次しろい健康プラン策定事業
・白井市産業振興ビジョン策定 など

総合的評価の流れ

38

①市民活動支援課が各課から「市民参加実施状
況調査票」を集め、とりまとめる。

②各課から提出された調査票に基づき、各委員
が点数・コメントによる評価を行う。

③事業の詳細を把握し適切な評価を行うため、
担当課へヒアリングを行う。

④ヒアリングで確認したことを考慮し、点数・
コメントによる最終的な評価を行う。
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点数とコメントによる評価の実施

点数による評価 ⇒ 基準に沿って採点

市民参加条例が求める水準
市民参加推進会議が求める

望ましい水準

・担当課が行った市民参加の手法
が、市民参加条例の規定に適合し
ているかどうか。

・条例の基準に加え、市民参加推
進会議が求める望ましい水準に
適合しているかどうか。

コメントによる評価 ⇒ 委員の意見を記入

評価を行った中で、委員の目線から
気になった事、是正したほうが良い
と思うことをコメント。

39

点数による評価（３つの評価項目）

①市民参加の方法【１０点】

（市民参加の方法が事業内容にあわせ適切な
方法により行われているか）
②市民参加の手続き（基準）【１０点】

（市民参加条例が求める基準に基づき市民参
加の手続きが行われているか）
③市民参加の手続き（水準）【１０点】

（市民参加推進会議が求める望ましい水準に
基づき積極的に市民参加が行われているか）

→計３０点満点で評価を実施
40
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４．市民参加推進会議からの
提言について

41

諮問

答申

市民参加推進会議の答申について

答申の取扱い
地方自治法第138条の4第3項の規定による附属
機関として、白井市市民参加推進会議を設置

42

市民参加
推進会議

市 長

市 民

市職員

公表

指示
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答申書の内容
答申書の内容は市民参加推進会議での議論を
踏まえ、主に下記の２つにより構成されている。

43

１．総合的評価

市民参加対象事
業を基準・水準と
照らし合わせ評価
した結果を記載。

いと思うことを記載。

２．提言内容

市民参加対象事
業を評価した過程
で疑問に感じた事、
是正したほうが良
いと思うことを記載。

答申書の構成

答申における提言内容(令和４年度)

44

提言内容

総
合
的
評
価
か
ら
み
た
課
題

（１）職員の市民参加に対する意識の向上

（２）多様な市民が市政に参加しやすい
環境づくり
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答申における提言内容(令和４年度)

45

（１）「職員の市民参加に対する意識の向上」

・職員への研修を継続して実施
・市民参加に関する職員向けガイドラインの
充実（好事例の適宜掲載など）

市民活動支援課が研修等を通して
庁内へ情報共有を図り、各課で実践していく

答申における提言内容(令和４年度)

46

（２）「多様な市民が市政に参加しやすい環境づくり」

・審議会における公募委員の応募、パブリック
コメントやアンケートへの意見が少ない状況
⇒市民へのフィードバック（市民の意見が施策
へ反映されていることを知ってもらう）

・幅広く、わかりやすく周知することが必要

市民の市民参加に対する意識を高め、
市政へ関心を持ってもらうことが大切



 

 

 

令和５年度市民参加推進会議のスケジュール 

１ 答申のまとめまでの各回の議題と審議内容（案）※今年度は７事業を評価 

※会議の進行具合によっては審議内容が前後する場合があります。 
 

２ 令和 5年度市民参加推進会議の進め方について 

（1）会議運営について 
・発言の際は挙手による発言をお願いします。 
・議事録は概要録を作成し、委員名を伏せたうえで公開します。 
・会議録は市 HP、情報公開コーナー、図書館で公開します。 

（2）答申の公表について 
・市民参加推進会議で検討した答申は、市民に対して広報します。 
・広報しろい・情報公開コーナー・市 HP・図書館で公表します。 

日  程 主な議題と審議内容（案） 

第 1回  9 月 21 日 

・令和４年度の市民参加実施状況総合的評価（答申）へ
の対応について 

・令和５年度市民参加推進会議のスケジュールについて 
・評価の説明 

第 2回  10 月 ・評価 3 事業（①～③） 

第 3回  11 月 
・担当課ヒアリング 3 事業（①～③） 
・評価 4 事業（④～⑦） 

第 4回  12 月 
・担当課ヒアリング 4 事業（④～⑦） 
・総合的評価の確認（①～③） 

第 5回  1 月 
・総合的評価の確認（④～⑦） 
・答申書の提言事項の検討・調整 

第 6回  2 月 ・答申（案）の提示 

3 月 ・市長に答申書提出 

資料４ 
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令和 3年度市民参加実施状況に対する総合的評価（答申）への対応について 

 

【令和 3年度市民参加実施状況に対する提言】 
 

１ 職員の市民参加に対する意識の向上 

提言 提言への対応（予定を含む） 

① 職員研修 
の継続実施 

①令和 5年度市民参加に関する担当者研修（令和 5年 5月 26 日実施） 

対象：（1）令和 5 年度に基幹計画及び分野施策レベル個別計画のいずれか

に該当する行政活動を行う課等の担当者【2課・4名】 

（2）令和5年度に審議会の公募を予定している課等の担当者 

     【7課・9名】 

内容：①市民参加条例について ②市民参加の方法と実施のポイントにつ

いて ③市民参加の総合的評価について ④市民参加推進会議か

らの提言について ⑤無作為抽出公募委員登録制度について  

⑥市民協働ファシリテーター登録制度について 

講師：市民活動支援課職員 

②令和 5年度新規採用職員研修（令和 5年 6月 12 日実施） 

対象：令和 5年度入庁の職員【16名】 

内容：①市民参加について ②無作為抽出公募委員登録制度について  

③協働について ④小学校区単位のまちづくり支援制度について 

講師：市民活動支援課職員 

③階層別研修（令和 5年 12 月実施予定） 

対象：市民活動支援課が階層別で指名【30 名程度】 

内容：①市の市民参加について ②市民参加と協働について 

講師：①市民活動支援課職員 ②未定 

② 職員向けガイドライン
の充実 

各課が実施した市民参加の好事例を適宜、職員向けガイドラインに掲載

し、職員へ情報共有を図っていく。 

 

 

２．多様な市民が市政に参加しやすい環境づくり 

提言 提言への対応（予定を含む） 

① 市民参加の状況を市民
へ周知 

①答申概要を広報しろい（4月 15日号）等にて掲載 

②ｅモニター等を活用するなど、市民の市民参加に対する考えの把握に努

める。 

③既存の周知方法（情報公開コーナー・図書館・市ホームページ）に加え、

SNS（市公式 LINE 等）による周知について、条例の改正も含め検討する。 

 

資料５ 



事業番号 事 業 名 担当課 開始年度 終了年度

① 白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討
委員会

教育支援課 R2 R4

② 白井市耐震改修促進計画 建築宅地課 R4 R4

③ 白井市空家等対策計画 建築宅地課 R3 R4

④ 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討に
ついて

R4 R4

⑤ 白井市汚水適正処理構想 上下水道課 R4 R4

⑥ 個人情報の保護に関する法律施行条例 総務課 R4 R4

⑦ 公共施設等あり方検討事業 文化センター R2 R4

・事務局への提出物
　①別紙「評価シート」
　②別紙「評価チェック表」

・提出期限
　事業番号①～③・・・10月5日(木）まで
　事業番号④～⑦・・・11月8日(水) まで

・提出方法
　紙ベースまたはデータベース（メール）にて市民活動支援
　課へ提出

資料６



総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項

「市民参加の方法」の評価

評価(10点満点）実施状況

評価シート　記入方法
評価シート 委員氏名

終了事業 令和　年度

1.〇〇事業 総合評価 点

評価区分に従い評価する。
【評価区分】

事務局にて計算するため記入不要

すべての評価を踏まえ、総括的な評価コメントを記載する。
（一番最後に記入）

調査表で読み取れない部分など、担当課へ確認したい事項について記入する。



実施した市民参加手法のシートが添付されています。

1
公募委員の数・全体に占
める割合

「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

5 結果公表・取扱い

3 会議の回数・時間帯

4 事前周知の方法

2
選考基準・公募委員の男
女比・地域の割合、募集
方法

コメント

条例基準 望ましい水準

条例基準・望ましい水準それぞれの評価理由についてコメントを記載する。

基準に掲げている事項の実施割合を確認の上、
評価区分に従い評価する。
【評価区分】
・９割以上実施⇒
・７、８割実施⇒
・５、６割実施⇒
・４割未満実施⇒

水準に掲げている事柄の実施割合を確認の上、
評価区分に従い評価する。
【評価区分】
・７割以上実施⇒ 10点）
・５、６割実施⇒

⇒

⇒

※別紙「評価チェック表」の○の数（達成割合）を
確認しながら評価する。



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項

1.白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置:令和２年１２月１７日～令和４年８月２６日
アンケート調査の実施：令和３年７月２９日～令和３年８月２３日



「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：１０名（男７女３）
市民公募委員：２名(うち無作為抽出０名）

任期：令和２年１２月～令和４年８月
募集期間：令和２年１０月１５日～令和２年１１月４日

2
選考基準・公募委員の男
女比・地域の割合、募集
方法

応募者:２名（男１女１）　選出者：２名（男１女１）
選出地域：清水口小学校区１名
　　　　　　　桜台小学校区１名
選考基準：公開
応募方法：郵便、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：７回(すべて公開)
時間帯：平日日中

4
事前周知の方法・会議の
公開等

情報公開コーナー、各センター、図書館

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー
会議録：逐語訳
公開に要する期間：１ヶ月以内

コメント

条例基準 望ましい水準



　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

実施したアンケート
桜台小学校・桜台中学校　学校給食のあり方に関するアンケー
ト

1 事前周知の方法 無

2 調査方法・調査期間 郵便　令和３年７月２９日～令和３年８月２３日（26日間）

3 調査対象
・18歳以上78歳以下の市民
・市内小学校在籍児童数の割合を基に抽出

4
発送件数・回収件数・回
収率

公表の方法：令和５年２月２日　HP、情報公開コーナー、図書
館、審議会資料として
意見の件数：１人から３件
審議会等への結果報告：有（令和5年2月2日）

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和3年12月
公表の方法：HP
プライバシーに関わる情報等：非公開
審議会等への結果報告：有（資料の配布・説明により報告）

コメント

条例基準 望ましい水準



【評価チェック表】① 白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

審議会                              

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10 点満点）で評価 評価 

公 募 委
員の数・
全 体 に
占 め る
割合 

  審議会の設置の趣旨や審議内容に 
応じた公募人数となっているか。 
→〇11 条（審 1-3） 
       

 

  以下の割合を確保しているか。 
市民感覚を大切にする審議会 50％ 
技術的・専門的な審議会 30％ 
（審 1-3）  

  公募枠を設けていない場合、その理 
由は適当か。 
→〇11 条（審 2-2） 

 

選 考 基
準、公募
委 員 の
男女比・
地 域 の
割合、募
集方法 

  ○客委員の属性に偏りが生じない 
よう選考の基準を設け、公開してい 
るか。→〇11条（審 3-1、3-3） 
 

 

  募集期間は適当か。（審 2-3） 
 

  

  性別・世代比や地域の割合は、応募 
者に応じて適切に選考しているか。 
（偏っていても全員を選考した場
合は減点しない。）→〇11 条 
（審 4-1、4-2、4-3） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公募委員の募集を行っているか。 
（審 2-5） 

   ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館で必ず情 
  報公開し、担当窓口などから複数の 
  手段により公募委員の募集を行っ 
  ているか。→×（「公募委員の募集」 
  についての記載は無し） 
（審 2-4、2-5） 

 

会 議 の
回数・時
間帯 

  審議会の内容に応じ、十分に議論で 
きる開催回数を設定しているか。→ 
×（記載無し）（審 7）  

  傍聴者が参加しやすい時間帯に開催 
しているか。（審 1-7、7） 

 
 

  会議開催の間隔は適当か。（審 7） 
 

事 前 周
知 の 方
法・会議
の 公 開
等 

  ○客会議は公開されているか。非公開 
の場合、理由は適当か。→〇12 条 
（審 5-3、5-4） 
 

 

  会議開催について、関係者となるかた 
が集まりそうな場所で PRしている 
か。（審 5-2） 
 

 

  ○客事前周知は情報公開コーナー、ホ 
  ームページ、図書館で必ず行い、担 
  当窓口などから複数の手段により 
行っているか。→〇12条（審 5-2） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（審 5-2） 

 

 
  検討に必要な資料を公開している 
か。→〇13 条（審 6-7） 

 
 

結 果 公
表・ 
取 り 扱
い 

  会議録及び検討結果は、情報公開コ 
ーナー、ホームページ及び図書館の 
3 か所で公表されており、さらにイ 
ンデックス等をつけてわかりやす 
く作成されているか。→〇8条、9条、 
13 条（審 6-1、6-2、6-5） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に公表を行っているか。（審 6-2）  

  ホームページなどで議論の経過がわ 
かりやすいように一覧化されている 
か。（市 HP） 

 

  ○客会議録及び検討結果は１か月以内 
に公開されているか。（審 6-6）  

委員氏名：           



【評価チェック表】① 白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

                                 

アンケート 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

事前周知
の方法 

  ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館では必ず 
  行い、さらに担当窓口などから複数 
  の手段により事前周知を行ってい 
  るか。→〇17条（ア 2-3） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（ア 2-3） 
  

  アンケート実施の目的を周知して 
いるか。→〇17 条（ア 2-2） 

 

  アンケートの対象者以外にも、アン 
ケートがあることに関する周知を 
行っているか。（ア 2-3） 

 

 

調査方法 
調査期間 

  ○客プライバシーに配慮した調査方 
  法か。→×（記載無し）（ア 1-5） 
 

 
  ○客アンケート実施期間が 2週間以 
上あるか。（ア 1-4） 

   意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か。→×（記載無し）（ア 1-4） 

 

調査対象   調査対象者の選定に当たってはプ 
ライバシーに配慮しているか。→× 
（記載無し）（ア 1-3） 
 

 

  調査対象は必要以上に限定されて 
  いないか。（ア 1-3） 
 
                 

 

  対象者は調査目的にそった者を選 
定しているか。→×（記載無し） 
（ア 1-3） 

 
  限定されている場合、理由は適当か。 
（ア 1-3） 

 
 

発 送 件
数・ 
回 収 件
数・ 
回収率 

  計画策定などに必要な発送件数、回 
収件数、回収率か。→×（記載無し） 
（ア 1-6、1-8） 

 

  ○客回収率は 30％を超えているか。 
  （ア 1-8） 
 

 

  アンケートの回収率を上げるため 
  の工夫が見られるか。（ア 1-7）  

結 果 公
表・取り
扱い 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館の３ヶ所全てで結果 
  を公表しているか。→〇9条 
（ア 3-2） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（ア 3-2） 
 

 

  市民が参考とできるようにホーム 
  ページでデータを公開しているか。 
  （ア 3-2） 
 

 

  プライバシーに配慮した公開方法 
か。→〇8条（ア 3-3） 

  

  結果公表までの期間は適切か。 
  （ア 3-1） 
 

 

  アンケートの結果を審議会などで利
用しているか。（ア 3-4）  

 

 

 

 

 

 

 



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項

２.白井市耐震改修促進計画 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置:令和２年１２月１７日～令和４年８月２６日
アンケート調査の実施：令和３年７月２９日～令和３年８月２３日



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

 条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和４年８月10日～令和4年９月1日（２３日間）
応募方法：ファクシミリ、電子メール、各センター、担当課窓口

2

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、担当
課窓口、行政運営報告

評価項目（配点） 実施状況

提供資料

計画や条例の素案
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

5 結果公表・取扱い

公表の方法：令和4年9月26日　HP、情報公開コーナー、図書
館
意見の件数：１人から１０件
審議会等への結果報告：無

コメント

条例基準 望ましい水準



【評価チェック表】② 白井市耐震改修促進計画 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 
 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準  
パブリックコメント（意見公募） 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

募集期間 
提出方法 

  意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か→×（記載無し）（パ 1-2） 
 

 

  ○客市の重要施策の場合は、3週間程 
  度が望ましい。（パ 1-2） 
  

  ○客意見の募集期間として 2週間以 
上設けているか。→〇16条 
（パ 1-2） 

 
  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に提出を受付けているか。（パ 1-3） 

   ○客郵便、FAX、電子メール、担当窓 
口などから複数の手段により提出 
を受付けているか。→〇16 条 
（パ 1-3） 

 

提供資料   意見を求めるにあたり具体的な説 
明や適切な資料(計画や条例本文・ 
趣旨等）を公表しているか。→〇15 
条（パ 1-4） 
 

 

  ○客意見を求める内容についての概要 
版を作成しているか。（パ 1-4） 
 

 
  ○客その他必要な事項として、検討 
  結果の公表予定時期やその公表方
法 を周知しているか。→〇15 条 
（パ 2-2） 

 

提供場所   ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館では必ず提供し、さら 
に、担当窓口など複数の手段により 
閲覧できるようになっているか。→ 
〇15条（パ 1-5） 

 

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な提供しているか。（パ 1-5） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 1-5）  

事前周知
の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
15 条（パ 2-3）  

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な事前周知を行っているか。 
（パ 2-3） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 2-3）  

結 果 公
表・ 
取り扱い 

  ○客提出された意見に対し、必要に 
  応じて項目ごとに取りまとめる等、 
  市民にわかりやすい公表用資料の 
  作成に配慮しているか。→〇8条 
（パ 3-5） 

 

 

  ○客募集の際に資料を提供した場所 
  と同じ場所で結果公表を行ってい 
  るか。（パ 1-5、3-4） 
 

 

  結果公表までの期間は適切か。 
  （パ 3-3） 
 

 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（パ 3-4） 

 

  ○客パブリックコメントの結果を審 
  議会などに報告しているか。（パ 3-6）  

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（パ 3-4） 

 
 

 

委員氏名：           



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

3.白井市空家等対策計画 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置:令和２年１２月１７日～令和４年８月２６日
アンケート調査の実施：令和３年７月２９日～令和３年８月２３日

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項



「市民参加の手続き」の評価

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：１０人（男９女１）
市民公募委員：０人

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

2
選考基準・公募委員の男
女比・地域の割合、募集
方法

応募者:２名（男１女１）　選出者：２名（男１女１）
選出地域：清水口小学校区１名
　　　　　　　桜台小学校区１名
選考基準：公開
応募方法：郵便、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：５回
時間帯：平日日中

任期：令和３年１０月～令和６年１０月(３年間）
公募：無

コメント

条例基準 望ましい水準

4
事前周知の方法・会議の
公開等

HP、情報公開コーナー、図書館、議会への写しの交付
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳
公開に要する期間：２か月以内



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和４年12月９日～令和4年１２月２２日（１４日間）
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

2

5 結果公表・取扱い

公表の方法：令和５年２月２日　HP、情報公開コーナー、図書
館、審議会資料として
意見の件数：１人から３件
審議会等への結果報告：有（令和5年2月2日）

コメント

条例基準 望ましい水準

提供資料

計画や条例の素案
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、担当
課窓口、行政運営報告



1 事前周知の方法 無

　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

2 調査方法・調査期間
クエスタント(ｅモニター登録者に送信）
無記名式
令和３年１２月１０日～令和３年１２月２７日（１８日間）

3 調査対象 ｅモニター登録者

実施したアンケート 空き家に関するアンケート

コメント

条例基準 望ましい水準

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：３４７件
回収件数：１８１件
回収率：5２％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和４年３月１１日
公表の方法：審議会資料として
プライバシーに関わる情報：非公開
審議会等への結果報告：有（資料の配布・説明に加え議論を
行った）



　ワークショップ 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数

白井市空家等対策計画の見直しに係る意見交換会
　開催場所：市役所
　開催時間：土日休日
　回数：2回

2

5 結果公表・取扱い 結果公表：令和3年3月11日

コメント

条例基準 望ましい水準

資料の提供 有（配布）

3 参加者の資格 満18歳以上の市内在住在勤者

4 事前周知の方法
広報しろい、ＨＰ、各センター、メール配信、行政運営報告、駅
前、駅中掲示板



【評価チェック表】③ 白井市空家等対策計画 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

審議会                              

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10 点満点）で評価 評価 

公 募 委
員の数・
全 体 に
占 め る
割合 

  審議会の設置の趣旨や審議内容に 
応じた公募人数となっているか。 
→〇11 条（審 1-3） 
       

 

  以下の割合を確保しているか。 
市民感覚を大切にする審議会 50％ 
技術的・専門的な審議会 30％ 
（審 1-3）  

  公募枠を設けていない場合、その理 
由は適当か。 
→〇11 条（審 2-2） 

 

選 考 基
準、公募
委 員 の
男女比・
地 域 の
割合、募
集方法 

  ○客委員の属性に偏りが生じない 
よう選考の基準を設け、公開してい 
るか。→〇11条（審 3-1、3-3） 
 

 

  募集期間は適当か。（審 2-3） 
 

  

  性別・世代比や地域の割合は、応募 
者に応じて適切に選考しているか。 
（偏っていても全員を選考した場
合は減点しない。）→〇11 条 
（審 4-1、4-2、4-3） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公募委員の募集を行っているか。 
（審 2-5） 

   ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館で必ず情 
  報公開し、担当窓口などから複数の 
  手段により公募委員の募集を行っ 
  ているか。→×（「公募委員の募集」 
  についての記載は無し） 
（審 2-4、2-5） 

 

会 議 の
回数・時
間帯 

  審議会の内容に応じ、十分に議論で 
きる開催回数を設定しているか。→ 
×（記載無し）（審 7）  

  傍聴者が参加しやすい時間帯に開催 
しているか。（審 1-7、7） 

 
 

  会議開催の間隔は適当か。（審 7） 
 

事 前 周
知 の 方
法・会議
の 公 開
等 

  ○客会議は公開されているか。非公開 
の場合、理由は適当か。→〇12 条 
（審 5-3、5-4） 
 

 

  会議開催について、関係者となるかた 
が集まりそうな場所で PRしている 
か。（審 5-2） 
 

 

  ○客事前周知は情報公開コーナー、ホ 
  ームページ、図書館で必ず行い、担 
  当窓口などから複数の手段により 
行っているか。→〇12条（審 5-2） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（審 5-2） 

 

 
  検討に必要な資料を公開している 
か。→〇13 条（審 6-7） 

 
 

結 果 公
表・ 
取 り 扱
い 

  会議録及び検討結果は、情報公開コ 
ーナー、ホームページ及び図書館の 
3 か所で公表されており、さらにイ 
ンデックス等をつけてわかりやす 
く作成されているか。→〇8条、9条、 
13 条（審 6-1、6-2、6-5） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に公表を行っているか。（審 6-2）  

  ホームページなどで議論の経過がわ 
かりやすいように一覧化されている 
か。（市 HP） 

 

  ○客会議録及び検討結果は１か月以内 
に公開されているか。（審 6-6）  

委員氏名：           



【評価チェック表】③ 白井市空家等対策計画 
 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
  

パブリックコメント（意見公募） 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

募集期間 
提出方法 

  意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か→×（記載無し）（パ 1-2） 
 

 

  ○客市の重要施策の場合は、3週間程 
  度が望ましい。（パ 1-2） 
  

  ○客意見の募集期間として 2週間以 
上設けているか。→〇16条 
（パ 1-2） 

 
  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に提出を受付けているか。（パ 1-3） 

   ○客郵便、FAX、電子メール、担当窓 
口などから複数の手段により提出 
を受付けているか。→〇16 条 
（パ 1-3） 

 

提供資料   意見を求めるにあたり具体的な説 
明や適切な資料(計画や条例本文・ 
趣旨等）を公表しているか。→〇15 
条（パ 1-4） 
 

 

  ○客意見を求める内容についての概要 
版を作成しているか。（パ 1-4） 
 

 
  ○客その他必要な事項として、検討 
  結果の公表予定時期やその公表方
法 を周知しているか。→〇15 条 
（パ 2-2） 

 

提供場所   ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館では必ず提供し、さら 
に、担当窓口など複数の手段により 
閲覧できるようになっているか。→ 
〇15条（パ 1-5） 

 

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な提供しているか。（パ 1-5） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 1-5）  

事前周知
の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
15 条（パ 2-3）  

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な事前周知を行っているか。 
（パ 2-3） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 2-3） 

 

結 果 公
表・ 
取り扱い 

  ○客提出された意見に対し、必要に 
  応じて項目ごとに取りまとめる等、 
  市民にわかりやすい公表用資料の 
  作成に配慮しているか。→〇8条 
（パ 3-5） 

 

 

  ○客募集の際に資料を提供した場所 
  と同じ場所で結果公表を行ってい 
  るか。（パ 1-5、3-4） 
 

 

  結果公表までの期間は適切か。 
  （パ 3-3） 
 

 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（パ 3-4） 

 

  ○客パブリックコメントの結果を審 
  議会などに報告しているか。（パ 3-6）  

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（パ 3-4） 

 
 

 



【評価チェック表】③ 白井市空家等対策計画 
 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
                                 

アンケート 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

事前周知
の方法 

  ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館では必ず 
  行い、さらに担当窓口などから複数 
  の手段により事前周知を行ってい 
  るか。→〇17条（ア 2-3） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（ア 2-3） 
  

  アンケート実施の目的を周知して 
いるか。→〇17 条（ア 2-2） 

 

  アンケートの対象者以外にも、アン 
ケートがあることに関する周知を 
行っているか。（ア 2-3） 

 

 

調査方法 
調査期間 

  ○客プライバシーに配慮した調査方 
  法か。→×（記載無し）（ア 1-5） 
 

 
  ○客アンケート実施期間が 2週間以 
上あるか。（ア 1-4） 

   意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か。→×（記載無し）（ア 1-4） 

 

調査対象   調査対象者の選定に当たってはプ 
ライバシーに配慮しているか。→× 
（記載無し）（ア 1-3） 
 

 

  調査対象は必要以上に限定されて 
  いないか。（ア 1-3） 
 
                 

 

  対象者は調査目的にそった者を選 
定しているか。→×（記載無し） 
（ア 1-3） 

 
  限定されている場合、理由は適当か。 
（ア 1-3） 

 
 

発 送 件
数・ 
回 収 件
数・ 
回収率 

  計画策定などに必要な発送件数、回 
収件数、回収率か。→×（記載無し） 
（ア 1-6、1-8） 

 

  ○客回収率は 30％を超えているか。 
  （ア 1-8） 
 

 

  アンケートの回収率を上げるため 
  の工夫が見られるか。（ア 1-7）  

結 果 公
表・取り
扱い 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館の３ヶ所全てで結果 
  を公表しているか。→〇9条 
（ア 3-2） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（ア 3-2） 
 

 

  市民が参考とできるようにホーム 
  ページでデータを公開しているか。 
  （ア 3-2） 
 

 

  プライバシーに配慮した公開方法 
か。→〇8条（ア 3-3） 

  

  結果公表までの期間は適切か。 
  （ア 3-1） 
 

 

  アンケートの結果を審議会などで利
用しているか。（ア 3-4）  

 

 

 

 

 

 



【評価チェック表】③ 白井市空家等対策計画 
 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
  

ワークショップ 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

開 催 場

所・ 

時間・回

数 

  回数は、内容の重要性に応じて適切 
な回数か。→〇19条（準用）（ワ 5） 
  

  各センターで実施するなど工夫して 
いるか。（ワ 5） 

   市民が参加しやすい場所や時間帯を
考慮しているか。→〇19条（準用） 
（ワ 1-4、5） 

 

 

資料の提

供 

  ○客議論に必要な資料が提供されて 
  いるか。→×（記載無し）（ワ 1-5） 
 

 
 

 

  資料を提供しない場合、その理由は 
適切であり、閲覧可能としている 
か。→×（記載無し）（ワ 1-5） 

 

 

  検討に必要な資料を公開している 
か。→×（記載無し）（ワ 4-5）  

参加者の

資格 

  対象者の資格を限定していないか。 
→×（記載無し）（ワ 1-3） 
 

 
 

   対象者の資格を限定する場合、理由 
は適切か。→×（記載無し） 
（ワ 1-3） 

 

事前周知

の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
19 条（準用）（ワ 2-2） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極 
的な事前周知を行っているか。 
（ワ 2-2） 

 
 

 

  その他必要な事項として、担当課名 
や参加可能人数、検討結果の公表時 
期等を周知していることが望まし 
い。→〇19 条（準用）（ワ 2-1） 

 

 

  ○客チラシやポスターなどで PR をし 
  ているか。（ワ 2-2） 
  

結 果 公

表・ 

取り扱い 

  ワークショップ終了後において、他 
の方法により意見を反映させる場 
を設けているか。→×（記載無し、 
意見交換会（第 18 条）には記載あ
り。準用は 19・20 条のみとなってい
る）（ワ 1-6） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極 
的な公表を行っているか。 
（ワ 4-3） 

  

  ○客ホームページ、情報公開コーナー 
  及び図書館で結果を公表している 
か。→〇9条（ワ 4-3）  

  結果公表までの期間は適切か。 
  （ワ 4-1） 

 

 



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

4.証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

パブリックコメントの募集：令和4年9月1日～令和4年9月14日
アンケート調査の実施：令和4年4月27日～令和4年5月22日

意見交換会の開催：令和4年9月2日～令和4年9月4日

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和4年9月1日～令和4年9月14日（14日間）
応募方法：電子メール、各センター、担当課窓口、意見交換会
会場

2

5 結果公表・取扱い
公表の方法：令和4年10月31日　HP、情報公開コーナー
意見の件数：7人から10件
審議会等への結果報告：無(審議会を設置していないため)

コメント

条例基準 望ましい水準

提供資料

計画や条例の素案
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、各センター、図書館

4 事前周知の方法 広報しろい、HP、各センター、図書館、担当課窓口



1 事前周知の方法
広報しろい、HP
実施目的の周知：有

　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

2 調査方法・調査期間
郵便
無記名式
令和4年4月27日～令和4年5月22日（26日間）

3 調査対象 市内在住の18歳以上の男女　2,000人

実施したアンケート 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関するアンケート調査

コメント

条例基準 望ましい水準

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：2,000件
回収件数：895件
回収率：44.75％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和4年8月2日
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館、意見交換会、パ
ブリックコメント
プライバシーに関わる情報：非公開
審議会等への結果報告：無



　意見交換会 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況 条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数
開催場所：各センター
時間：平日夜間、土日休日
回数：5回

2

5 結果公表・取扱い
開催記録の作成と公表：有（令和4年10月31日）
公表の方法：情報公開コーナー、HP、

コメント

条例基準 望ましい水準

資料の提供 有（配布）

3 参加者の資格 無し

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、各センター、図書館、担当課窓口、ポスター、
チラシ



【評価チェック表】④ 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準  

パブリックコメント（意見公募） 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

募集期間 
提出方法 

  意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か→×（記載無し）（パ 1-2） 
 

 

  ○客市の重要施策の場合は、3週間程 
  度が望ましい。（パ 1-2） 
  

  ○客意見の募集期間として 2週間以 
上設けているか。→〇16条 
（パ 1-2） 

 
  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に提出を受付けているか。（パ 1-3） 

   ○客郵便、FAX、電子メール、担当窓 
口などから複数の手段により提出 
を受付けているか。→〇16 条 
（パ 1-3） 

 

提供資料   意見を求めるにあたり具体的な説 
明や適切な資料(計画や条例本文・ 
趣旨等）を公表しているか。→〇15 
条（パ 1-4） 
 

 

  ○客意見を求める内容についての概要 
版を作成しているか。（パ 1-4） 
 

 
  ○客その他必要な事項として、検討 
  結果の公表予定時期やその公表方
法 を周知しているか。→〇15 条 
（パ 2-2） 

 

提供場所   ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館では必ず提供し、さら 
に、担当窓口など複数の手段により 
閲覧できるようになっているか。→ 
〇15条（パ 1-5） 

 

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な提供しているか。（パ 1-5） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 1-5）  

事前周知
の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
15 条（パ 2-3）  

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な事前周知を行っているか。 
（パ 2-3） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 2-3） 

 

結 果 公
表・ 
取り扱い 

  ○客提出された意見に対し、必要に 
  応じて項目ごとに取りまとめる等、 
  市民にわかりやすい公表用資料の 
  作成に配慮しているか。→〇8条 
（パ 3-5） 

 

 

  ○客募集の際に資料を提供した場所 
  と同じ場所で結果公表を行ってい 
  るか。（パ 1-5、3-4） 
 

 

  結果公表までの期間は適切か。 
  （パ 3-3） 
 

 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（パ 3-4） 

 

  ○客パブリックコメントの結果を審 
  議会などに報告しているか。（パ 3-6）  

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（パ 3-4） 

 
 

委員氏名：           



【評価チェック表】④ 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について 
 
 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
                                 

アンケート 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

事前周知
の方法 

  ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館では必ず 
  行い、さらに担当窓口などから複数 
  の手段により事前周知を行ってい 
  るか。→〇17条（ア 2-3） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（ア 2-3） 
  

  アンケート実施の目的を周知して 
いるか。→〇17 条（ア 2-2） 

 

  アンケートの対象者以外にも、アン 
ケートがあることに関する周知を 
行っているか。（ア 2-3） 

 

 

調査方法 
調査期間 

  ○客プライバシーに配慮した調査方 
  法か。→×（記載無し）（ア 1-5） 
 

 
  ○客アンケート実施期間が 2週間以 
上あるか。（ア 1-4） 

   意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か。→×（記載無し）（ア 1-4） 

 

調査対象   調査対象者の選定に当たってはプ 
ライバシーに配慮しているか。→× 
（記載無し）（ア 1-3） 
 

 

  調査対象は必要以上に限定されて 
  いないか。（ア 1-3） 
 
                 

 

  対象者は調査目的にそった者を選 
定しているか。→×（記載無し） 
（ア 1-3） 

 
  限定されている場合、理由は適当か。 
（ア 1-3） 

 
 

発 送 件
数・ 
回 収 件
数・ 
回収率 

  計画策定などに必要な発送件数、回 
収件数、回収率か。→×（記載無し） 
（ア 1-6、1-8） 

 

  ○客回収率は 30％を超えているか。 
  （ア 1-8） 
 

 

  アンケートの回収率を上げるため 
  の工夫が見られるか。（ア 1-7）  

結 果 公
表・取り
扱い 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館の３ヶ所全てで結果 
  を公表しているか。→〇9条 
（ア 3-2） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（ア 3-2） 
 

 

  市民が参考とできるようにホーム 
  ページでデータを公開しているか。 
  （ア 3-2） 
 

 

  プライバシーに配慮した公開方法 
か。→〇8条（ア 3-3） 

  

  結果公表までの期間は適切か。 
  （ア 3-1） 
 

 

  アンケートの結果を審議会などで利
用しているか。（ア 3-4）  

 

 

 

 

 



【評価チェック表】④ 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について 
 

 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
 

意見交換会 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

開 催 場

所・ 

時間・回

数 

  回数は、内容の重要性に応じて適切 
な回数か。→〇19条（意 5） 
 

 
  各センターで実施するなど工夫して 
いるか。（意 5） 
 

   市民が参加しやすい場所や時間帯 
を考慮しているか。→〇19 条 
（意 1-3、5） 

 

資料の提

供 

  ○客議論に必要な資料が提供されて 
  いるか。→×（記載無し）（意 1-5）  

 

 

  資料を提供しない場合、その理由は 
適切であり、閲覧可能としている 
か。→×（記載無し）（意 1-5） 
 

 

  検討に必要な資料を公開している 
か。→×（記載無し）（意 4-6） 
 

 

参加者の

資格 

  対象者の資格を限定していないか。 
→×（記載無し）（意 1-4） 
 

 
 

   対象者の資格を限定する場合、理由 
は適切か。→×（記載無し） 
（意 1-4） 

 

事前周知

の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口などから複数の手 
段により事前周知を行っているか。 
→〇19 条（意 2-2） 
 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極 
的な事前周知を行っているか。 
（意 2-2） 
 

 

  ○客チラシやポスターなどで PR をし 
  ているか。（意 2-2） 
 

 

  対象者となる市民が集まりそうな 
場所で PRを行っているか。（意 2-2） 

 
 

結 果 公

表・ 

取り扱い 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（意 4-4） 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極 
的な公表を行っているか。（意 4-4） 

 
 

  結果公表までの期間は適切か。 
  （意 4-1）  

 



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項

5.白井市汚水適正処理構想 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置：令和4年11月21日～令和5年1月23日
パブリックコメントの募集：令和4年12月16日～令和5年1月5日



「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：10人（男8女2）
市民公募委員：3人（うち無作為抽出1人）

任期：令和4年8月～令和7年7月
募集期間：令和4年4月15日～令和4年5月20日

2
選考基準・公募委員の男
女比・地域の割合、募集
方法

応募者：4人（男4女0）　選出者：2人（男2女0）
選出地域：第二小学校区1人、桜台小学校区1人
選考基準：公開
応募方法：郵便、電子メール、担当課窓口
周知方法：広報しろい、HP、担当課窓口

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：2回（全て公開）
時間帯：平日日中

4
事前周知の方法・会議の
公開等

広報しろい、HP、情報公開コーナー、担当課窓口
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、担当課窓口
会議録：逐語訳
公開に要する期間：1か月以内

コメント

条例基準 望ましい水準



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

 条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和4年12月16日～令和5年1月5日（21日間）
応募方法：郵便、ファクリミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

2

4 事前周知の方法
広報しろい、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館、担当
課窓口

評価項目（配点） 実施状況

提供資料
計画や条例の素案
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

5 結果公表・取扱い
結果公表無し
意見の件数：0件
審議会等への結果報告：有（令和5年1月23日）

コメント

条例基準 望ましい水準



【評価チェック表】⑤ 白井市汚水適正処理構想 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

審議会                              

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10 点満点）で評価 評価 

公 募 委
員の数・
全 体 に
占 め る
割合 

  審議会の設置の趣旨や審議内容に 
応じた公募人数となっているか。 
→〇11 条（審 1-3） 
       

 

  以下の割合を確保しているか。 
市民感覚を大切にする審議会 50％ 
技術的・専門的な審議会 30％ 
（審 1-3）  

  公募枠を設けていない場合、その理 
由は適当か。 
→〇11 条（審 2-2） 

 

選 考 基
準、公募
委 員 の
男女比・
地 域 の
割合、募
集方法 

  ○客委員の属性に偏りが生じない 
よう選考の基準を設け、公開してい 
るか。→〇11条（審 3-1、3-3） 
 

 

  募集期間は適当か。（審 2-3） 
 

  

  性別・世代比や地域の割合は、応募 
者に応じて適切に選考しているか。 
（偏っていても全員を選考した場
合は減点しない。）→〇11 条 
（審 4-1、4-2、4-3） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公募委員の募集を行っているか。 
（審 2-5） 

   ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館で必ず情 
  報公開し、担当窓口などから複数の 
  手段により公募委員の募集を行っ 
  ているか。→×（「公募委員の募集」 
  についての記載は無し） 
（審 2-4、2-5） 

 

会 議 の
回数・時
間帯 

  審議会の内容に応じ、十分に議論で 
きる開催回数を設定しているか。→ 
×（記載無し）（審 7）  

  傍聴者が参加しやすい時間帯に開催 
しているか。（審 1-7、7） 

 
 

  会議開催の間隔は適当か。（審 7） 
 

事 前 周
知 の 方
法・会議
の 公 開
等 

  ○客会議は公開されているか。非公開 
の場合、理由は適当か。→〇12 条 
（審 5-3、5-4） 
 

 

  会議開催について、関係者となるかた 
が集まりそうな場所で PRしている 
か。（審 5-2） 
 

 

  ○客事前周知は情報公開コーナー、ホ 
  ームページ、図書館で必ず行い、担 
  当窓口などから複数の手段により 
行っているか。→〇12条（審 5-2） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（審 5-2） 

 

 
  検討に必要な資料を公開している 
か。→〇13 条（審 6-7） 

 
 

結 果 公
表・ 
取 り 扱
い 

  会議録及び検討結果は、情報公開コ 
ーナー、ホームページ及び図書館の 
3 か所で公表されており、さらにイ 
ンデックス等をつけてわかりやす 
く作成されているか。→〇8条、9条、 
13 条（審 6-1、6-2、6-5） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に公表を行っているか。（審 6-2）  

  ホームページなどで議論の経過がわ 
かりやすいように一覧化されている 
か。（市 HP） 

 

  ○客会議録及び検討結果は１か月以内 
に公開されているか。（審 6-6）  

委員氏名：           



【評価チェック表】⑤ 白井市汚水適正処理構想 
 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
  

パブリックコメント（意見公募） 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

募集期間 
提出方法 

  意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か→×（記載無し）（パ 1-2） 
 

 

  ○客市の重要施策の場合は、3週間程 
  度が望ましい。（パ 1-2） 
  

  ○客意見の募集期間として 2週間以 
上設けているか。→〇16条 
（パ 1-2） 

 
  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に提出を受付けているか。（パ 1-3） 

   ○客郵便、FAX、電子メール、担当窓 
口などから複数の手段により提出 
を受付けているか。→〇16 条 
（パ 1-3） 

 

提供資料   意見を求めるにあたり具体的な説 
明や適切な資料(計画や条例本文・ 
趣旨等）を公表しているか。→〇15 
条（パ 1-4） 
 

 

  ○客意見を求める内容についての概要 
版を作成しているか。（パ 1-4） 
 

 
  ○客その他必要な事項として、検討 
  結果の公表予定時期やその公表方
法 を周知しているか。→〇15 条 
（パ 2-2） 

 

提供場所   ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館では必ず提供し、さら 
に、担当窓口など複数の手段により 
閲覧できるようになっているか。→ 
〇15条（パ 1-5） 

 

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な提供しているか。（パ 1-5） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 1-5）  

事前周知
の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
15 条（パ 2-3）  

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な事前周知を行っているか。 
（パ 2-3） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 2-3） 

 

結 果 公
表・ 
取り扱い 

  ○客提出された意見に対し、必要に 
  応じて項目ごとに取りまとめる等、 
  市民にわかりやすい公表用資料の 
  作成に配慮しているか。→〇8条 
（パ 3-5） 

 

 

  ○客募集の際に資料を提供した場所 
  と同じ場所で結果公表を行ってい 
  るか。（パ 1-5、3-4） 
 

 

  結果公表までの期間は適切か。 
  （パ 3-3） 
 

 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（パ 3-4） 

 

  ○客パブリックコメントの結果を審 
  議会などに報告しているか。（パ 3-6）  

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（パ 3-4） 

 
 

 



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項

6.個人情報の保護に関する法律施行条例 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置：令和4年9月28日
パブリックコメントの募集：令和4年10月17日～令和4年10月31日



「市民参加の手続き」の評価

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：5人（男3女2）
市民公募委員：0人

任期：令和3年10月～令和5年9月
市民公募委員の募集無し

2
選考基準・公募委員の男
女比・地域の割合、募集
方法

公募しない理由：審査会の担任する事務（※）の性質上、市民
公募は行っていない。
（法や条例に基づく行政処分に対する不服審査を行う事務を所
掌しており、法的な観点や専門知識に基づく意見を求める機関と
なっている。また、個人情報等の機密情報を扱う場面もあるた
め、審議内容を外部に漏らした場合の刑事罰が設けられた唯一
の機関である。）

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：1回（公開）
時間帯：平日日中、平日夜間

4
事前周知の方法・会議の
公開等

事前周知無し
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳
公開に要する期間：半年以内

コメント

条例基準 望ましい水準



　パブリックコメント募集 10点満点 10点満点

 条例基準 望ましい水準

1 募集期間・提出方法
募集期間：令和4年10月17日～令和4年10月31日（15日間）
応募方法：郵便、ファクシミリ、電子メール、各センター、担当課
窓口

2

4 事前周知の方法 HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

評価項目（配点） 実施状況

提供資料
計画や条例の概要
パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内
意見書

3 資料の提供場所 担当課窓口、HP、情報公開コーナー、各センター、図書館

5 結果公表・取扱い
公表の方法：令和4年11月9日　HP、情報公開コーナー
意見の件数：1人から2件
審議会等への結果報告：有（令和4年12月1日）

コメント

条例基準 望ましい水準



【評価チェック表】⑥ 個人情報の保護に関する法律施行条例 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

審議会                              

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10 点満点）で評価 評価 

公 募 委
員の数・
全 体 に
占 め る
割合 

  審議会の設置の趣旨や審議内容に 
応じた公募人数となっているか。 
→〇11 条（審 1-3） 
       

 

  以下の割合を確保しているか。 
市民感覚を大切にする審議会 50％ 
技術的・専門的な審議会 30％ 
（審 1-3）  

  公募枠を設けていない場合、その理 
由は適当か。 
→〇11 条（審 2-2） 

 

選 考 基
準、公募
委 員 の
男女比・
地 域 の
割合、募
集方法 

  ○客委員の属性に偏りが生じない 
よう選考の基準を設け、公開してい 
るか。→〇11条（審 3-1、3-3） 
 

 

  募集期間は適当か。（審 2-3） 
 

  

  性別・世代比や地域の割合は、応募 
者に応じて適切に選考しているか。 
（偏っていても全員を選考した場
合は減点しない。）→〇11 条 
（審 4-1、4-2、4-3） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公募委員の募集を行っているか。 
（審 2-5） 

   ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館で必ず情 
  報公開し、担当窓口などから複数の 
  手段により公募委員の募集を行っ 
  ているか。→×（「公募委員の募集」 
  についての記載は無し） 
（審 2-4、2-5） 

 

会 議 の
回数・時
間帯 

  審議会の内容に応じ、十分に議論で 
きる開催回数を設定しているか。→ 
×（記載無し）（審 7）  

  傍聴者が参加しやすい時間帯に開催 
しているか。（審 1-7、7） 

 
 

  会議開催の間隔は適当か。（審 7） 
 

事 前 周
知 の 方
法・会議
の 公 開
等 

  ○客会議は公開されているか。非公開 
の場合、理由は適当か。→〇12 条 
（審 5-3、5-4） 
 

 

  会議開催について、関係者となるかた 
が集まりそうな場所で PRしている 
か。（審 5-2） 
 

 

  ○客事前周知は情報公開コーナー、ホ 
  ームページ、図書館で必ず行い、担 
  当窓口などから複数の手段により 
行っているか。→〇12条（審 5-2） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（審 5-2） 

 

 

  検討に必要な資料を公開している 
か。→〇13 条（審 6-7） 

 
 

結 果 公
表・ 
取 り 扱
い 

  会議録及び検討結果は、情報公開コ 
ーナー、ホームページ及び図書館の 
3 か所で公表されており、さらにイ 
ンデックス等をつけてわかりやす 
く作成されているか。→〇8条、9条、 
13 条（審 6-1、6-2、6-5） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に公表を行っているか。（審 6-2）  

  ホームページなどで議論の経過がわ 
かりやすいように一覧化されている 
か。（市 HP） 

 

  ○客会議録及び検討結果は１か月以内 
に公開されているか。（審 6-6）  

委員氏名：           



【評価チェック表】⑥ 個人情報の保護に関する法律施行条例 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

 

パブリックコメント（意見公募） 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

募集期間 
提出方法 

  意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か→×（記載無し）（パ 1-2） 
 

 

  ○客市の重要施策の場合は、3週間程 
  度が望ましい。（パ 1-2） 
  

  ○客意見の募集期間として 2週間以 
上設けているか。→〇16条 
（パ 1-2） 

 
  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に提出を受付けているか。（パ 1-3） 

   ○客郵便、FAX、電子メール、担当窓 
口などから複数の手段により提出 
を受付けているか。→〇16 条 
（パ 1-3） 

 

提供資料   意見を求めるにあたり具体的な説 
明や適切な資料(計画や条例本文・ 
趣旨等）を公表しているか。→〇15 
条（パ 1-4） 
 

 

  ○客意見を求める内容についての概要 
版を作成しているか。（パ 1-4） 
 

 
  ○客その他必要な事項として、検討 
  結果の公表予定時期やその公表方
法 を周知しているか。→〇15 条 
（パ 2-2） 

 

提供場所   ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館では必ず提供し、さら 
に、担当窓口など複数の手段により 
閲覧できるようになっているか。→ 
〇15条（パ 1-5） 

 

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な提供しているか。（パ 1-5） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 1-5）  

事前周知
の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
15 条（パ 2-3）  

  左記に加え、対象となる方が集まり 
そうな場所でより多くの手段で積 
極的な事前周知を行っているか。 
（パ 2-3） 

 

  ○客センターに設置するなど工夫を 
  しているか。（パ 2-3）  

結 果 公
表・ 
取り扱い 

  ○客提出された意見に対し、必要に 
  応じて項目ごとに取りまとめる等、 
  市民にわかりやすい公表用資料の 
  作成に配慮しているか。→〇8条 
（パ 3-5） 

 

 

  ○客募集の際に資料を提供した場所 
  と同じ場所で結果公表を行ってい 
  るか。（パ 1-5、3-4） 
 

 

  結果公表までの期間は適切か。 
  （パ 3-3） 
 

 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（パ 3-4） 

 

  ○客パブリックコメントの結果を審 
  議会などに報告しているか。（パ 3-6）  

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（パ 3-4） 

 
 

 

 



評価シート 委員氏名

終了事業 令和4年度

7.公共施設等あり方検討事業 総合評価

「市民参加の方法」の評価

実施状況 評価(10点満点）

審議会の設置：令和3年1月28日～令和5年1月24日
アンケート調査の実施：令和3年4月14日～令和3年5月10日
ワークショップの開催：令和3年9月28日～令和4年3月1日

その他の方法：令和3年8月1日～令和4年1月29日

点

総合コメント

担当課ヒアリング　質問事項



「市民参加の手続き」の評価

1
公募委員の数・全体に占
める割合

委員の人数：14人（男11女3）
市民公募委員：5人（うち無作為抽出2人）

　審議会の設置 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

2
選考基準・公募委員の男
女比・地域の割合、募集
方法

応募者：4人（男2女2）　選出者：3人（男1女2）
選出地域：第三小学校区1人、七次台小学校区1人、南山小学
校区1人
選考基準：非公開
応募方法：郵便、電子メール
周知方法：広報しろい、HP

3 会議の回数・時間帯
会議の回数：9回（全て公開）
時間帯：平日日中

任期：令和3年1月～令和5年7月
募集期間：令和2年10月15日～令和2年11月4日

コメント

条例基準 望ましい水準

4
事前周知の方法・会議の
公開等

HP、情報公開コーナー、図書館
会議終了後の会議資料公開：有

5 結果公表・取扱い
公表の方法：情報公開コーナー、HP、図書館
会議録：逐語訳、要点訳
公開に要する期間：2か月以内



　アンケート調査の実施 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

実施したアンケート 白井市文化センターのあり方検討に係るアンケート

1 事前周知の方法
事前周知無し
実施目的の周知：無し

2 調査方法・調査期間
郵便
無記名式
令和3年4月14日～令和3年5月10日（27日間）

3 調査対象

コメント

条例基準 望ましい水準

15歳以上の市民

4
発送件数・回収件数・回
収率

発送件数：2,500件
回収件数：907件
回収率：36.3％

5 結果公表・取扱い

結果公表：令和3年11月5日
公表の方法：HP
プライバシーに関わる情報：非公開
審議会等への結果報告：有（資料の配布・説明により報告）



　ワークショップ 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況  条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数

白井市文化センターのあり方検討ワークショップ
　開催場所：文化センター
　開催時間：平日夜間
　回数：5回

2

5 結果公表・取扱い

結果公表：非公開（内部用の記録として作成しているため。資料
は公開している。）
ワークショップ終了後の意見受付：有（ワークショップ終了後にア
ンケートに記入しその場で提出）

コメント

条例基準 望ましい水準

資料の提供
有（配布）
会議終了後の会議資料公開：有

3 参加者の資格 市内在住・在勤・在学の中学生以上

4 事前周知の方法
広報しろい、ＨＰ、各センター、図書館、担当課窓口、メール配
信、ポスター、チラシ



その他の方法 10点満点 10点満点

評価項目（配点） 実施状況 条例基準 望ましい水準

1 開催場所・時間・回数
施設見学会（バックステージツアー）
開催場所：文化センター
時間：令和4年1月29日　13時30分～16時50分

2 参加者の資格 市内在住者

3 事前周知の方法

コメント

条例基準 望ましい水準

広報しろい、HP、各センター、図書館、担当課窓口、メール配信

4 結果公表・取扱い
結果公表：非公開（内部の記録用として作成しているため）
会議録：要点訳

5 市民参加の内容 普段立ち入ることができない施設を見学



【評価チェック表】⑦ 公共施設等あり方検討事業 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
 →条例に規定あり  →条例に規定なし 客→客観的に評価可能な項目 

審議会                              

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10 点満点）で評価 評価 

公 募 委
員の数・
全 体 に
占 め る
割合 

  審議会の設置の趣旨や審議内容に 
応じた公募人数となっているか。 
→〇11 条（審 1-3） 
       

 

  以下の割合を確保しているか。 
市民感覚を大切にする審議会 50％ 
技術的・専門的な審議会 30％ 
（審 1-3）  

  公募枠を設けていない場合、その理 
由は適当か。 
→〇11 条（審 2-2） 

 

選 考 基
準、公募
委 員 の
男女比・
地 域 の
割合、募
集方法 

  ○客委員の属性に偏りが生じない 
よう選考の基準を設け、公開してい 
るか。→〇11条（審 3-1、3-3） 
 

 

  募集期間は適当か。（審 2-3） 
 

  

  性別・世代比や地域の割合は、応募 
者に応じて適切に選考しているか。 
（偏っていても全員を選考した場
合は減点しない。）→〇11 条 
（審 4-1、4-2、4-3） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公募委員の募集を行っているか。 
（審 2-5） 

   ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館で必ず情 
  報公開し、担当窓口などから複数の 
  手段により公募委員の募集を行っ 
  ているか。→×（「公募委員の募集」 
  についての記載は無し） 
（審 2-4、2-5） 

 

会 議 の
回数・時
間帯 

  審議会の内容に応じ、十分に議論で 
きる開催回数を設定しているか。→ 
×（記載無し）（審 7）  

  傍聴者が参加しやすい時間帯に開催 
しているか。（審 1-7、7） 

 
 

  会議開催の間隔は適当か。（審 7） 
 

事 前 周
知 の 方
法・会議
の 公 開
等 

  ○客会議は公開されているか。非公開 
の場合、理由は適当か。→〇12 条 
（審 5-3、5-4） 
 

 

  会議開催について、関係者となるかた 
が集まりそうな場所で PRしている 
か。（審 5-2） 
 

 

  ○客事前周知は情報公開コーナー、ホ 
  ームページ、図書館で必ず行い、担 
  当窓口などから複数の手段により 
行っているか。→〇12条（審 5-2） 

 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（審 5-2） 

 

 
  検討に必要な資料を公開している 
か。→〇13 条（審 6-7） 

 
 

結 果 公
表・ 
取 り 扱
い 

  会議録及び検討結果は、情報公開コ 
ーナー、ホームページ及び図書館の 
3 か所で公表されており、さらにイ 
ンデックス等をつけてわかりやす 
く作成されているか。→〇8条、9条、 
13 条（審 6-1、6-2、6-5） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
に公表を行っているか。（審 6-2）  

  ホームページなどで議論の経過がわ 
かりやすいように一覧化されている 
か。（市 HP） 

 

  ○客会議録及び検討結果は１か月以内 
に公開されているか。（審 6-6）  

委員氏名：           



【評価チェック表】⑦ 公共施設等あり方検討事業 

 
市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 

                                 

アンケート 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

事前周知
の方法 

  ○客広報しろい、ホームページ、情報 
  公開コーナー及び図書館では必ず 
  行い、さらに担当窓口などから複数 
  の手段により事前周知を行ってい 
  るか。→〇17条（ア 2-3） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（ア 2-3） 
  

  アンケート実施の目的を周知して 
いるか。→〇17 条（ア 2-2） 

 

  アンケートの対象者以外にも、アン 
ケートがあることに関する周知を 
行っているか。（ア 2-3） 

 

 

調査方法 
調査期間 

  ○客プライバシーに配慮した調査方 
  法か。→×（記載無し）（ア 1-5） 
 

 
  ○客アンケート実施期間が 2週間以 
上あるか。（ア 1-4） 

   意見を施策へ反映させるための十 
分な検討期間を見込んで実施した 
か。→×（記載無し）（ア 1-4） 

 

調査対象   調査対象者の選定に当たってはプ 
ライバシーに配慮しているか。→× 
（記載無し）（ア 1-3） 
 

 

  調査対象は必要以上に限定されて 
  いないか。（ア 1-3） 
 
                 

 

  対象者は調査目的にそった者を選 
定しているか。→×（記載無し） 
（ア 1-3） 

 
  限定されている場合、理由は適当か。 
（ア 1-3） 

 
 

発 送 件
数・ 
回 収 件
数・ 
回収率 

  計画策定などに必要な発送件数、回 
収件数、回収率か。→×（記載無し） 
（ア 1-6、1-8） 

 

  ○客回収率は 30％を超えているか。 
  （ア 1-8） 
 

 

  アンケートの回収率を上げるため 
  の工夫が見られるか。（ア 1-7）  

結 果 公
表・取り
扱い 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館の３ヶ所全てで結果 
  を公表しているか。→〇9条 
（ア 3-2） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（ア 3-2） 
 

 

  市民が参考とできるようにホーム 
  ページでデータを公開しているか。 
  （ア 3-2） 
 

 

  プライバシーに配慮した公開方法 
か。→〇8条（ア 3-3） 

  

  結果公表までの期間は適切か。 
  （ア 3-1） 
 

 

  アンケートの結果を審議会などで利
用しているか。（ア 3-4）  

 

 

 

 

 

 



【評価チェック表】⑦ 公共施設等あり方検討事業 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
  

ワークショップ 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

開 催 場

所・ 

時間・回

数 

  回数は、内容の重要性に応じて適切 
な回数か。→〇19条（準用）（ワ 5） 
  

  各センターで実施するなど工夫して 
いるか。（ワ 5） 

   市民が参加しやすい場所や時間帯を
考慮しているか。→〇19条（準用） 
（ワ 1-4、5） 

 

 

資料の提

供 

  ○客議論に必要な資料が提供されて 
  いるか。→×（記載無し）（ワ 1-5） 
 

 
 

 

  資料を提供しない場合、その理由は 
適切であり、閲覧可能としている 
か。→×（記載無し）（ワ 1-5） 

 

 

  検討に必要な資料を公開している 
か。→×（記載無し）（ワ 4-5）  

参加者の

資格 

  対象者の資格を限定していないか。 
→×（記載無し）（ワ 1-3） 
 

 
 

   対象者の資格を限定する場合、理由 
は適切か。→×（記載無し） 
（ワ 1-3） 

 

事前周知

の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行い、 
さらに担当窓口など複数の手段に 
より事前周知を行っているか。→〇 
19 条（準用）（ワ 2-2） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極 
的な事前周知を行っているか。 
（ワ 2-2） 

 
 

 

  その他必要な事項として、担当課名 
や参加可能人数、検討結果の公表時 
期等を周知していることが望まし 
い。→〇19 条（準用）（ワ 2-1） 

 

 

  ○客チラシやポスターなどで PR をし 
  ているか。（ワ 2-2） 
  

結 果 公

表・ 

取り扱い 

  ワークショップ終了後において、他 
の方法により意見を反映させる場 
を設けているか。→×（記載無し、 
意見交換会（第 18 条）には記載あ
り。準用は 19・20 条のみとなってい
る）（ワ 1-6） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極 
的な公表を行っているか。 
（ワ 4-3） 

  

  ○客ホームページ、情報公開コーナー 
  及び図書館で結果を公表している 
か。→〇9条（ワ 4-3）  

  結果公表までの期間は適切か。 
  （ワ 4-1） 

 

  



【評価チェック表】⑦ 公共施設等あり方検討事業 

市民参加の総合的評価 評価基準及び水準 
 

その他の市民参加 

評価項目 市民参加条例が求める基準 
全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 市民参加推進会議が求める望ましい水準 

全項目の実施割合（10点満点）で評価 評価 

開 催 場

所・ 

時間・回

数 

  回数は、内容の重要性に応じて適 
切な回数か。→×（記載無し） 
（他 4） 
 

 

  各センターで実施するなど工夫して 
いるか。（他 4） 

 

 

  市民が参加しやすい場所や曜日、 
時間帯の開催を考慮しているか。 
→×（記載無し）（他 1-4、4） 

 

 

  ○客原則公開としているか。非公開 
  とする場合、適切な理由によるも 
  のか。→×（記載無し） 
（他 3-2、3-3） 

 

参加者の

資格 

  対象者の資格が限定されていない 
か。→×（記載無し）（他 1-5） 

 
 

 

   対象者が限定されている場合、理 
由は適切か。→×（記載無し） 

  （他 1-5） 
 

事前周知

の方法 

  広報しろい、ホームページ、情報公 
開コーナー及び図書館で必ず行 
い、さらに担当窓口など複数の手 
段により事前周知を行っている 
か。→×（記載無し）（他 2-3） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な事前周知を行っているか。（他 2-3） 

  
 

  対象者となる市民が集まりそうな場 
所で PR を行っているか。（他 2-3） 

  

結 果 公

表・ 

取り扱い 

  ○客ホームページ、情報公開コーナ 
  ー及び図書館で結果を公表してい 
  るか。→〇9条（他 5-3） 
 

 

  左記に加え、より多くの手段で積極的 
な公表を行っているか。（他 5-3） 
  

  検討に必要な資料を公開している 
か。→×（記載無し）（他 5-5） 

 

  結果公表までの期間は適切か。 
（他 5-1） 

 

市民参加

の内容  

  当該市民参加の方法が、他の市民 
参加の方法に加えて実施すること 
の効果が認められるのか。→〇24 
条（他 1-2、1-3） 

 

  内容に新規性、革新性が認められ、実 
施の効果が高い。（他 1-2、1-3） 

 

 

 

 

 



令和４年度市民参加実施状況調査票（計７事業） 

 

事業番号①  
白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会 

・・・１ページ～ 
 
事業番号②  
白井市耐震改修促進計画・・・１０ページ～ 
 
 
事業番号③  
白井市空家等対策計画・・・１５ページ～ 
 
 
事業番号④ 
証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について 

・・・２８ページ～ 
 
事業番号⑤ 
白井市汚水適正処理構想・・・３６ページ～ 
 
 
事業番号⑥ 
個人情報の保護に関する法律施行条例・・・４６ページ～ 
 
 
事業番号⑦ 
公共施設等あり方検討事業・・・５５ページ～ 

1
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課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

教育支援課・支援班
柿倉純一

17 終了

５．概要・目的

　この委員会は、桜台小中学校の給食のあり方を調査、審議し、教育委員会に提言をす
ることとしている。あり方とは、自校式、親子式、センター方式などの給食の方式を考
えることであり、桜台小中学校の児童生徒に安全で安心な学校給食を効率的に提供する
ことを目的としている。安全、安心とは、衛生基準を満たし、アレルギーにも対応でき
る給食ということであり、効率的とは、人件費、光熱費、維持管理費、運搬費などの経
済的なことを指す。

１．名称 白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 4

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 8 312 12

令和4年度市民参加実施状況調査票
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１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和

７．実施した市
民参加の手法

令和 2 12

　桜台小学校・桜台中学校給食のあり方を検討する参考として、市内小学
校在籍児童数の割合をもとにした18歳以上の市民から1500人を無作為
に抽出し、アンケートを行った。

令和

17 令和

令和

4 8 26
令和 令和

令和 令和

　白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会における提言書
の作成。
　教育長への提言書の提出。

令和 3 7 29 令和 3 8 23
令和 令和

令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

具体的な
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・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

【改善点】

特になし

【良かった点】

白井市立桜台小学校・桜台中学校の給食のあり方を検討するうえで、市民へのアンケー
トを実施し、多くの意見を参考にしながら、検討をすすめることができた。

8．自己評価

9．配布した資
料一覧

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

4



市民参加実施状況評価調書（審議会） 4/9

【会議の概要】

1 会議の概要

1-1 名称

1-2 目的

1-3 委員構成 名（男 7 名 女 3 名 ）

公募委員の割合 （ 20 ％ ） 女性の割合 （ 30 ％ ）

市内在住在勤者の人数 6 名

内訳 学識経験者 2 名

2 名 （うち無作為抽出） 0 名

公益団体の代表者 1 名

行政機関等職員 0 名

5 名 （ ）

1-4 委員の任期 年間 （1年未満のものは1年と記載）

年 月 ～ 令和 年 月

その他( )

1-5 開催の頻度

1-6 時間帯 平日日中 平日夜間 土日休日

（該当するもの全て）

委員の都合を考慮 傍聴者の都合を考慮

（該当するもの全て） 特になし

有 配布

閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

白井市立桜台小学校・桜台中学校給食のあり方検討委員会

　この委員会は、桜台小中学校の給食のあり方を調査、審議し、教育委員会に提言をすることとしている。あり
方とは、自校式、親子式、センター方式などの給食の方式を考えることであり、桜台小中学校の児童生徒に安全
で安心な学校給食を効率的に提供することを目的としている。安全、安心とは、衛生基準を満たし、アレルギー
にも対応できる給食ということであり、効率的とは、人件費、光熱費、維持管理費、運搬費などの経済的なこと
を指す。
　

審議会等委員の人数 10

公募委員

その他 市内学校長、ＰＴＡ会長等

3

令和 2 12 4 8

定期 不定期

1-7 時間帯の決定要因

1-8 傍聴者への資料の提供

5



市民参加実施状況評価調書（審議会） 5/9

【市民公募】 審議会等の委員（第11条）

2 市民公募委員の有無

2-1 有 ( ） 人

公募の有無/人数 無

2-2

公募しない理由

2-3 日間

募集期間 年 月 日 年 月 日

2-4 郵便 ファクシミリ 電子メール

応募方法 各センター・回収箱 担当課窓口

その他の方法 （ ）

2-5 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-6 有

応募者への選考結果通知 無 理由 （ ）

3 選考基準の有無

3-1 有 名称 ( )

選考基準の有無 審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱により策定
選考基準の策定方法 独自に策定

無

3-2 1
選考基準の内容 2
（基準の優先順位） 3

4
5
6
7

3-3 有

選考基準の公表の有無 無

3-4
選考基準を公開しない理由

(3-3で無の場合に記入）

2

21

令和 2 10 15 ～ 令和 2 11 4

6



市民参加実施状況評価調書（審議会） 6/9

4 公募委員

4-1 計 人 計 人 計 人
総数 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-2 第一小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
地域別 第二小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
第三小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
清水口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
大山口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
七次台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
南山小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
池の上小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
桜台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-3 １５歳 ～２０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
年齢別 ２１歳 ～３５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
36 歳 ～５０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
５１歳 ～６５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
66 歳 ～ 歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人

無作為抽出以外
無作為抽出

応募者 決定者
2 2

1 1 11

1 1
1 1

1 1
1 1

2 2
1 1 1 1
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 7/9

【会議の公開等】 会議の公開等（第12条）

5 会議の事前周知・公開

5-1 有

開催日時の公表 無

5-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

5-3 公開

会議の公開 非公開

5-4

非公開の理由

（5-3で非公開の場合に記入）

【会議録の作成及び公表】 会議録の作成及び公表（第13条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

6 会議録の作成

6-1 有

会議録の作成と公開 公開

非公開

理由 （ ）

無 理由 （ ）

6-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

6-3 逐語訳

会議録の内容・様式 要点訳

6-4 公表用・原本いずれも記載

発言者氏名の記載 原本のみ記載

発信者は記載せず 理由 （ ）

6-5

会議録は見やすく工夫が

されているか

6-6 １か月以内に公開

２か月以内に公開

半年以内に公開

6-7 審議会終了後、会議資料を公開している

会議資料の公開 審議会終了後、会議資料は公開していない

会議録の公開に要する期間

8



市民参加実施状況評価調書（審議会） 8/9

7 会議の詳細（回数に応じて増やしてください）

第１回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 木 ） 9 時 分 ～ 11 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第２回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 金 ） 15 時 分 ～ 16 時 分
開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他
出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％
傍聴者数 名

第３回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 15 時 分
開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他
出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％
傍聴者数 名

第４回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 水 ） 13 時 分 ～ 14 時 分
開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他
出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％
傍聴者数 名

第５回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 水 ） 13 時 分 ～ 15 時 分
開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他
出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％
傍聴者数 名

第６回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 15 時 分
開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他
出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％
傍聴者数 名

第７回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 金 ） 15 時 分 ～ 16 時 分
開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他
出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％
傍聴者数 名

今後のスケジュール

令和 2 12 17 30 6

9 1 90.0

桜台小中学校の給食のあり方について意見調査の方法について
令和 3 3 26 45 30

9 2 90.0

桜台小中学校の給食のあり方に関するアンケートについて
令和 3 6 22 0 10

9 2 90.0

桜台小中学校の給食のあり方について
令和 3 10 20 0 58

9 1 90.0

桜台小中学校の給食のあり方について
令和 4 1 26 30 31

10 2 100.0

提言書の内容確認と意見交換
令和 4 7 12 30

15

35

8 2 80.0

提言書の 終確認

8 2 80.0

令和 4 8 26 5
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市民参加実施状況評価調書（アンケート） 9/9

【アンケートの概要】
1 アンケートの概要

1-1名称
1-2目的
1-3 対象
対象・地域・抽出方法 地域

（ ）

1-4 日間
実施期間 年 月 日 年 月 日 月

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

1-5 郵便 ＷＥＢ調査 電話

調査方法 その他 （ ）

記名式 無記名式

その他 （ ）

1-6 発送 件
発送件数

1-7 督促ハガキ等の送付

回答率向上の工夫 その他の方法 （ ）

1-8 回収 件
回収件数 ％

【公表事項・提出方法等】アンケート調査の実施等（第17条）
2 アンケートの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 有

実施目的の周知 無

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

【意見の取扱】 意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 アンケートの取扱

3-1 公表済 公表の日 令和 年 月 日

結果の公表の有無 公表予定 予定日 令和 年 月 日

公表無し 理由 （ ）

3-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

3-3 プライバシーに関わる情報等も公開

プライバシーへの配慮 プライバシーに関わる情報等は非公開

※「プライバシー」は情報公開条例第9条第1項各号及び第2項に定める内容

3-4 報告は行っていない 資料の配布により報告

審議会等への結果報告 資料の配布・説明により報告 資料の配布・説明に加え議論を行った

桜台小学校・桜台中学校　 学校給食のあり方に関するアンケート
桜台小学校・桜台中学校給食のあり方を検討するための参考資料として使用
す 18歳以上78歳以下の市民

白井市
抽出方法 市内小学校在籍児童数の割合をもとにした1500名無作為

理由 平等を期するため
26
令和 3 7 29 木 令和 3 8 23

1,500

532
回収率 35.5

3 12
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課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

建築宅地課建築班
秋本　裕幸

10 終了

５．概要・目的

　近年、平成２８年４月の熊本地震、平成３０年９月の北海道胆振東部地震などが発生
し、特に同年６月の大阪北部を震源とする地震においては、ブロック塀の倒壊により、
小学生が亡くなるという痛ましい事故が発生するなど、大地震はいつどこで発生しても
おかしくない状況にあるとの認識が広がっています。
　また、南海トラフ地震防災対策推進基本計画（平成２６年３月）や首都直下型地震緊
急対策推進基本計画（平成２７年３月）の中では、切迫性が高く発生までの時間が限ら
れているとの予測がされていることから、効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を実
施することが求められています。
　このような背景のもと、平成３１年１月に建築物の耐震改修の促進に関する法律施行
令が改正され、同年３月、令和４年３月に県計画が改定されたことを受け、本計画に新
たな耐震化の目標等を設定する必要が生じたことから、改定することとしました。

１．名称 白井市耐震改修促進計画

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 4

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 9 214 8

令和4年度市民参加実施状況調査票

11



１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和

令和 令和

令和 令和

令和 4 8 10 令和 4 9 1

別紙　パブリックコメントの概要のとおり

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

具体的な

７．実施した市
民参加の手法

令和

12



・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

8．自己評価

【良かった点】

　本計画は法第６条の規定により、千葉県耐震改修促進計画に基づき、市耐震改修促進
計画を定めるよう努めるものとされており、県計画の改定により、本計画に新たな耐震
化の目標等を設定する必要が生じたことから改定しました。
　改定に係る市民参加は、県計画改定時に県民を対象としたパブリックコメントを行っ
たことを鑑み、本計画も同手法を採用することとし、広く意見を募集するために防災の
日（9月1日）を含め実施期間を３週間としたことにより、1名１０件の御意見を頂く
ことができました。内容も素案には反映できないが今後の参考とする意見もあり、良い
取組みとなったと考えています。

【改善点】

今回は、概要版と新旧対照表を備え、分かり易くする工夫を行いましたが、結果として
複数の方からの意見を受け取ることは出来ませんでした。また、提出方法について従来
どおりポストを設置したものの投函実績はなく、電子メールでの提出となりました。今
後は、このような提出が一般化すると仮定した場合、国のe-GOVパブリックコメント
のような入力フォームが役立つのではないかと考えています。

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

9．配布した資
料一覧

（パブコメ）
・計画の概要　Ａ４　１枚
・新旧対照表　Ａ４　1部（5枚組）
・計画改定（案） Ａ４　1部（1８枚組）

13



市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 4/18

【パブリックコメントの概要】パブリックコメントの募集（第14条）
1 パブリックコメント（意見公募）の概要

日間
年 月 日 年 月 日 ( 木 )

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

郵便 ファクシミリ 電子メール

（該当するもの全て） 各センター 担当課窓口

その他の方法 （ ）

1-4 提供する資料 計画や条例の素案

計画や条例の概要

（該当するもの全て） パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内

意見書

1-5 資料の提供場所 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

（該当するもの全て） 各センター 図書館

その他の方法 （ ）

市民（在住・在勤・在学者）のみ 関係者のみ

特に規定せず

その他 ( ）

【公表事項・提出方法等】

2 パブリックコメントの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 対象となる事案及び事案の趣旨 提出期間

周知の内容 原案 意見を提出できる者の範囲（資格要件）

意見の提出先 必要な事項

提出方法 検討結果の公表時期

検討結果の公表方法

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-4
ホームページの 有 件

アクセス件数 無

1-1 募集時の名称 白井市耐震改修促進計画の（改定）（案）について
1-2 募集期間 23

令和 4 8 10 ( 水 )～令和 4 9 1

1-3 応募方法

1-6 意見提出に係る資格

      要件

パブリックコメントの公表事項（第15条）/パブリックコメントの提出方法等（第16条）

行政運営報告

77
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 5/18

【意見の取扱】意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 パブリックコメントの取扱

3-1意見の件数 人 件

件

件

件

件

件

件

3-2 素案を修正する意見 件

既に素案に盛り込んでいる意見 件

素案には反映できないが今後の参考とする意見 件

素案には反映できないが意見として伺った意見 件

3-3

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）

3-4 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

公表の方法 各センター 図書館 広報しろい

メール配信 その他の方法 （ )

3-5 提出された意見の内容を原文のまま公表

提出された意見は項目ごとにまとめて公表

その他 （ ）

3-6
審議会等への結果報告 有 報告日 令和 年 月 日

無 理由 （ ）

1 10

　【意見の内訳】

　 郵便 0

　 ファクリミリ 0

　 電子メール 10

　 各センター 0 センター名と
件数の内訳：

　 担当課窓口

　 その他の方法 0

0

0

1

9

4 9 26

0

提出された意見の取り扱い

提出された意見への対応
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課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

建築宅地課建築班
秋本　裕幸

19 終了

５．概要・目的

　当市では平成３０年２月に「白井市空家等対策計画（以下、本計画という。）」を策
定し、発生予防や適正管理の推進等の取組みを進め、令和３年１０月に白井市空家等対
策協議会を設置しました。さらに、国は空家等対策を強力に推進するため、同年６月に
基本指針とガイドラインの改定をしています。
　このような背景から、本計画において空家等対策をより一層効果的かつ効率的に推進
するため、また、計画期間が令和４年度末で終了することから、本計画を改定するもの
です。

１．名称 白井市空家等対策計画

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 5

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 2 23 10

令和4年度市民参加実施状況調査票令和4年度市民参加実施状況調査票
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１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

10 19 令和

令和 令和

5 2 2
令和 令和

別紙　会議の概要のとおり

令和 4 12 9 令和 4 12 22

別紙　パブリックコメントの概要のとおり

令和 3 12 10 令和 3 12 27
令和 令和

別紙　アンケートの概要のとおり

令和 令和
令和 令和

令和 3 12 18 令和 3 12 18
令和 令和

別紙　ワークショップの概要のとおり

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

具体的な

７．実施した市
民参加の手法

令和 3
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・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

8．自己評価

【良かった点】

　令和３年１０月１９日に市の附属機関である白井市空家等対策協議会を開催し、現行
の白井市空家等対策計画及び見直し方針を示したところ、見直しにあたっては空き家を
整理（予防・活用・管理・除却）することと、市民に対するフィードバックの方法を明
記することを加えることとして了承されました。
　市の空き家（戸建）の住宅ストックは、多くが流通に回らない傾向にあり、このよう
な空き家は、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすような腐朽・破損の状態となること
が多く、一度発生すれば周辺住民にとって資産価値に深刻な影響を及ぼす恐れがあるこ
とから、本計画の見直しにあたっては、協議会に意見を求めるほか、市民の声を丁寧に
取り入れながら進めることにより、より良い計画とすることを目標することとしまし
た。
　手段として市民参加の手法を、市民が少人数での議論や共同作業を通して市民の声を
取り入れることができるワークショップ等によって市民と共に素案を作成しました。そ
の後、素案について協議会やパブリックコメントを行い、修正を行いながら計画を改定
を進めることができ、目標を達成することができたと評価しています。

【改善点】

附属機関の開催スケジュールに合わせたため、ワークショップが年末の忙しい週末の１
日開催となったことは、改善の余地があるかと思います。

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

9．配布した資
料一覧

（ワークショップ）
・会議次第　Ａ４　１枚
・意見交換会資料　Ａ４　１部（７枚組）
・白井市の空き家対策の取組み状況　Ａ４　１枚
・現行計画　Ａ４　１部（１６枚組）
・知っておきたい空家の建築事情　Ａ４　１部（１０枚）
（アンケート）
・Questant　空き家に関するアンケート一式
（パブコメ）
・計画の概要　Ａ４　１枚
・新旧対照表　Ａ４　1部（5枚組）
・計画改定（案） Ａ４　1部（1８枚組）
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 9/18

【会議の概要】

1 会議の概要

1-1 名称

1-2 目的

1-3 委員構成 名（男 9 名 女 1 名 ）R3年度は女２名であった。

公募委員の割合 （ 0 ％ ） 女性の割合 （ 10 ％ ）

市内在住在勤者の人数 名

内訳 学識経験者 2 名

0 名 （うち無作為抽出） 名

公益団体の代表者 2 名

行政機関等職員 3 名

3 名 （ ）

1-4 委員の任期 年間 （1年未満のものは1年と記載）

年 月 ～ 令和 年 月

その他( )

1-5 開催の頻度

1-6 時間帯 平日日中 平日夜間 土日休日

（該当するもの全て）

委員の都合を考慮 傍聴者の都合を考慮

（該当するもの全て） 特になし

有 配布

閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

10

弁護士、司法書士、宅地建物取引士

10

白井市空家等対策協議会

　本協議会は空き家対策事業の一つであり、各委員が部門毎の専門家として以下の事項について意見するこ
とにより、当市の空家対策がさらに推進することを目的に設置するものです。
○ 白井市空家等対策計画の変更及び実施に関する事項
○ 特定空家等の判定基準の作成及び改定に関する事項
○ 特定空家等の判定及び措置の方針その必要な事項

1-7 時間帯の決定要因

1-8 傍聴者への資料の提供

3

令和

審議会等委員の人数

定期 不定期

その他

3 10 6

公募委員
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 10/18

【市民公募】 審議会等の委員（第11条）

2 市民公募委員の有無

2-1 有 ( ） 人

公募の有無/人数 無

2-2

公募しない理由

2-3 日間

募集期間 年 月 日 年 月 日

2-4 郵便 ファクシミリ 電子メール

応募方法 各センター・回収箱 担当課窓口

その他の方法 （ ）

2-5 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-6 有

応募者への選考結果通知 無 理由 （ ）

3 選考基準の有無

3-1 有 名称 ( )

選考基準の有無 審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱により策定
選考基準の策定方法 独自に策定

無

3-2 1
選考基準の内容 2
（基準の優先順位） 3

4
5
6
7

3-3 有

選考基準の公表の有無 無

3-4
選考基準を公開しない理由

(3-3で無の場合に記入）

令和

特定空家の判定は個人の利害に関係する事項を含む個人情報を扱うことから、「白井市
審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱」第4条第1項第二号及び第三号に該当する
ため

令和 ～

20



市民参加実施状況評価調書（審議会） 11/18

4 公募委員

4-1 計 人 計 人 計 人
総数 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-2 第一小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
地域別 第二小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
第三小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
清水口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
大山口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
七次台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
南山小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
池の上小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
桜台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-3 １５歳 ～２０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
年齢別 ２１歳 ～３５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
36 歳 ～５０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
５１歳 ～６５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
66 歳 ～ 歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人

無作為抽出
無作為抽出以外

応募者 決定者
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【会議の公開等】 会議の公開等（第12条）

5 会議の事前周知・公開

5-1 有

開催日時の公表 無

5-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

5-3 公開

会議の公開 非公開

5-4

非公開の理由

（5-3で非公開の場合に記入）

【会議録の作成及び公表】 会議録の作成及び公表（第13条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

6 会議録の作成

6-1 有

会議録の作成と公開 公開

非公開

理由 （ ）

無 理由 （ ）

6-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

6-3 逐語訳

会議録の内容・様式 要点訳

6-4 公表用・原本いずれも記載

発言者氏名の記載 原本のみ記載

発信者は記載せず 理由 （ ）

6-5

会議録は見やすく工夫が

されているか

6-6 １か月以内に公開

２か月以内に公開

半年以内に公開

6-7 審議会終了後、会議資料を公開している

会議資料の公開 審議会終了後、会議資料は公開していない

活発な意見交換の場となるようにするため

議会への写しの交付

情報公開コーナー及び図書館に綴った会議録には、ホームページのＱＲコードを付し
て、スマートフォンやタブレットから、いつでもどこでも見れるように工夫しました。

会議録の公開に要する期間
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 13/18

7 会議の詳細（回数に応じて増やしてください）

第１回会議詳細 議題

（令和３年度） 開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 15 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第2回会議詳細 議題

（令和３年度） 開催日時（曜日） 年 月 日 （ 金 ） 14 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％ リモート2名

傍聴者数 名

第1回会議詳細 議題

（令和4年度） 開催日時（曜日） 年 月 日 （ 木 ） 14 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第2回会議詳細 議題

（令和4年度） 開催日時（曜日） 年 月 日 （ 木 ） 14 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第3回会議詳細 議題

（令和4年度） 開催日時（曜日） 年 月 日 （ 木 ） 10 時 分 ～ 12 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

3

10 0

令和 3010

議題1　会長・副会長の選出について　議題2　現行の白井市空家等対策計画と見直し計画の策定方針について　議題3　白井市特定空家等の判定基準（案）について

5

5019

議題１　空家等対策計画と見直し計画について　議題２　特定空家等の判断基準（案）について

令和 4 3 11 0 0

8 0

3

議題１　空家等対策計画の見直し（素案）について　報告１　特定空家等の判断基準の決定について

令和 4 7 21 0

0

0

8 0

6

議題１　空家等対策計画の見直し（素案）の修正稿について

令和 5 2 2 0

令和 4 10 27 0

0

8 0

8

10 0

3

議題１　（第２次）白井市空家等対策計画の決定について　報告　 令和５年度に実施予定の対策について
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 14/18

【パブリックコメントの概要】パブリックコメントの募集（第14条）
1 パブリックコメント（意見公募）の概要

日間
年 月 日 年 月 日 ( 木 )

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

郵便 ファクシミリ 電子メール

（該当するもの全て） 各センター 担当課窓口

その他の方法 （ ）

1-4 提供する資料 計画や条例の素案

計画や条例の概要

（該当するもの全て） パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内

意見書

1-5 資料の提供場所 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

（該当するもの全て） 各センター 図書館

その他の方法 （ ）

市民（在住・在勤・在学者）のみ 関係者のみ

特に規定せず

その他 ( ）

【公表事項・提出方法等】

2 パブリックコメントの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 対象となる事案及び事案の趣旨 提出期間

周知の内容 原案 意見を提出できる者の範囲（資格要件）

意見の提出先 必要な事項

提出方法 検討結果の公表時期

検討結果の公表方法

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-4
ホームページの 有 件

アクセス件数 無

1-1 募集時の名称 白井市空家等対策計画（改定）（案）について
1-2 募集期間 14

令和 4 12 9 ( 金 )～ 令和 4 12 22

1-3 応募方法

1-6 意見提出に係る資格

      要件

パブリックコメントの公表事項（第15条）/パブリックコメントの提出方法等（第16条）

行政運営報告

190
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 15/18

【意見の取扱】意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 パブリックコメントの取扱

3-1意見の件数 人 件

件

件

件

件

件

件

3-2 素案を修正する意見 件

既に素案に盛り込んでいる意見 件

素案には反映できないが今後の参考とする意見 件

素案には反映できないが意見として伺った意見 件

3-3

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）

3-4 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

公表の方法 各センター 図書館 広報しろい

メール配信 その他の方法 （ )

3-5 提出された意見の内容を原文のまま公表

提出された意見は項目ごとにまとめて公表

その他 （ ）

3-6
審議会等への結果報告 有 報告日 令和 年 月 日

無 理由 （ ）

1 3

　【意見の内訳】

　 郵便 0

　 ファクリミリ 0

　 電子メール 3

　 各センター 0 センター名と
件数の内訳：

　 担当課窓口

　 その他の方法 0

1

1

1

5 2 2

0

審議会資料として

提出された意見の取り扱い

5 2 2

提出された意見への対応
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【アンケートの概要】
1 アンケートの概要

1-1名称
1-2目的
1-3 対象
対象・地域・抽出方法 地域

（ ）

1-4 日間
実施期間 年 月 日 年 月 日 （月）

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

1-5 郵便 ＷＥＢ調査 電話

調査方法 その他 （ ）

記名式 無記名式

その他 （ ）

1-6 発送 件
発送件数

1-7 督促ハガキ等の送付

回答率向上の工夫 その他の方法 （ ）

1-8 回収 件
回収件数 ％

【公表事項・提出方法等】アンケート調査の実施等（第17条）
2 アンケートの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 有

実施目的の周知 無

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

【意見の取扱】 意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 アンケートの取扱

3-1 公表済 公表の日 令和 年 月 日

結果の公表の有無 公表予定 予定日 令和 年 月 日

公表無し 理由 （ ）

3-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

3-3 プライバシーに関わる情報等も公開

プライバシーへの配慮 プライバシーに関わる情報等は非公開

※「プライバシー」は情報公開条例第9条第1項各号及び第2項に定める内容

3-4 報告は行っていない 資料の配布により報告

審議会等への結果報告 資料の配布・説明により報告 資料の配布・説明に加え議論を行った

理由

回収率

12 3

52

10

347

実施期間内に週末を多く含める

空き家に関するアンケート
市民の声を取り入れながら進め、より良い計画とするため。

eモニター登録者

27

抽出方法

18
123

4

令和

113

審議会資料として

令和

Questant  eモニターに登録された方を対象にメールでURLを送信

(金 )～

181
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【ワークショップの概要】 ワークショップの開催（第21条）

１ ワークショップの概要

1-1名称

1-2
目的
1-3 有
対象者の選別 対象者資格あり 資格 （ ）

対象者資格なし

理由

無 内容 （ ）

1-4 平日日中 平日夜間 土日休日

1-5 有 配布
出席者への資料の提供 閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

1-6 受け付けている

終了後の意見受付 受付方法 （

受け付けていない

【公表事項・提出方法等】 開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表（第22条）

2 ワークショップの事前周知

2-1 議題の内容 開催日時 検討結果等の公表予定時期

周知の内容 問い合わせ先 定員 開催場所 参加資格

2-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法（ )

ポスターによるPRの実施 チラシによるPRの実施

2-3 ワークショップに係る資料は事前に公開した

資料の事前公開 ワークショップに係る資料は当日に配布した

【ワークショップの公開等】 開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表（第22条）
3 ワークショップの公開

3-1 有 公表の日時 令和 年 月 日～

開催日時の公表 無

3-2 公開

ワークショップの公開 非公開

3-3
非公開の場合理由
(3-2で非公開の場合、記入)

時間帯(該当するもの全て)

）

白井市空家等対策計画の見直しに係る意見交換会

まちづくりの主役である市民による空家対策について、市民参加・協働として実現可能性の高い取組みのアイデア出し

応募による満１８歳以上の市内在住・在勤者

行政運営報告、駅前・駅中掲示板

3 12 1
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【開催記録の作成及び公表】 開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表（第22条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

4 開催記録の作成

4-1 有 公表 公表の日 令和 年 月 日

開催記録の作成と公表 非公開
理由 （ ）

無 理由 （ ）

4-2 逐語訳

開催記録の内容 要点訳

4-3 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他 （ ）

4-4

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）
4-5 ワークショップ終了後、会議資料を公開している
会議資料の公開 ワークショップ終了後、会議資料は公開していない

5 会議の詳細

第１回ワークショップ 議題

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名 ※うち2名市民協働ファシリテーター

第2回ワークショップ 議題

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名 ※うち2名市民協働ファシリテーター

11

審議会資料として

4 3 11

4 3

その他 (           )

11

まちづくりの主役である市民による空家対策について

3 12 18 10 0

その他 (           )

10

まちづくりの主役である市民による空家対策について

3 12 18 14 0
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課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

市民課　市民係
福島

27 終了

５．概要・目的

・市では、住民票等の証明書を交付するため、市内５箇所（西白井複合センター、冨士
センター、公民センター、桜台センター、白井駅前センター）のセンターで、出張所窓
口を運営している。
・近年、マイナンバー制度により行政機関の情報連携が進み、行政手続等における住民
票等の添付が省略化されていることや、広域交付、代理人申請、郵便申請、コンビニ交
付などの代替手段もあることから、出張所での証明書交付件数が年々減少している。
・行政のスリム化、人員及び歳出の削減を図るため、行政経営改革実施計画の取組項目
として、「出張所の窓口の廃止」を掲げており、令和5年度中を目標に実施することと
している。
・証明書発行業務に関する市民のニーズを把握し、広く市民の意見を反映させることを
目的にアンケート調査、意見交換会及びパブリック・コメントを実施した。

１．名称 証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 4

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 9 144 4

令和4年度市民参加実施状況調査票
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１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和

７．実施した市
民参加の手法

令和

今後の証明書発行のあり方を検討するに当たり、住民票の取得方法の認知
度や利用実態など、証明書発行業務に関する市民のニーズを把握すること
を目的として実施した。

令和 4 9

令和

令和
9 14

令和 令和

令和 4 9 1 令和 4

出張所の廃止を検討するにあたり、広く市民からの意見を収集し、施策に反
映させるため実施した。

令和 4 4 27 令和 4 5 22
令和 令和

2 令和 4 9 4
令和 令和

出張所の廃止を検討するにあたり、広く市民からの意見を収集し、施策に反
映させるため実施した。

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

具体的な
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・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

【改善点】

・意見交換会の参加者が少なかった。

【良かった点】

・意見を施策に反映させるのに十分な検討期間を見込んで実施することができた。
・アンケート後に意見交換会とパブリックコメントを実施することでアンケート結果を
意見交換会やパブリックコメントの意見に反映させることができた。
・アンケートの自由意見欄への記入率が高く、多数の意見を収集できた。
・意見交換会での意見を基に、出張所廃止により不便となる高齢者への救済措置を実施
することにつながるなど、市民の意見を市の施策に反映させることができた。8．自己評価

9．配布した資
料一覧

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

アンケート調査
説明資料

意見交換会
説明資料
アンケート調査結果

パブリックコメント
説明資料
アンケート調査結果
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 4/8

【パブリックコメントの概要】パブリックコメントの募集（第14条）
1 パブリックコメント（意見公募）の概要

日間
年 月 日 年 月 日 (水)

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

郵便 ファクシミリ 電子メール

（該当するもの全て） 各センター 担当課窓口

その他の方法 （ ）

1-4 提供する資料 計画や条例の素案

計画や条例の概要

（該当するもの全て） パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内

意見書

1-5 資料の提供場所 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

（該当するもの全て） 各センター 図書館

その他の方法 （ ）

市民（在住・在勤・在学者）のみ 関係者のみ

特に規定せず

その他 ( ）

【公表事項・提出方法等】

2 パブリックコメントの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 対象となる事案及び事案の趣旨 提出期間

周知の内容 原案 意見を提出できる者の範囲（資格要件）

意見の提出先 必要な事項

提出方法 検討結果の公表時期

検討結果の公表方法

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-4
ホームページの 有 件

アクセス件数 無

96

9 (木)～ 9 14

1-1 募集時の名称

1-2 募集期間

令和

1-3 応募方法

1-6 意見提出に係る資格

      要件

証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する検討について
14
令和 4 1

意見交換会会場

4

パブリックコメントの公表事項（第15条）/パブリックコメントの提出方法等（第16条）
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 5/8

【意見の取扱】意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 パブリックコメントの取扱

3-1意見の件数 人 件

件

件

件

件

件

件

3-2 素案を修正する意見 件

既に素案に盛り込んでいる意見 件

素案には反映できないが今後の参考とする意見 件

素案には反映できないが意見として伺った意見 件

3-3

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）

3-4 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

公表の方法 各センター 図書館 広報しろい

メール配信 その他の方法 （ )

3-5 提出された意見の内容を原文のまま公表

提出された意見は項目ごとにまとめて公表

その他 （ ）

3-6
審議会等への結果報告 有 報告日 令和 年 月 日

無 理由 （ ）

提出された意見の取り扱い

10

3

提出された意見への対応
3

0

4

4

10

審議会を設置していないため

7

31

　【意見の内訳】

　 郵便

　 ファクリミリ

　 電子メール

　 各センター

　 その他の方法

3

1

3

　 担当課窓口 3

（意見交換会終了後に受付）

桜台センター　1件センター名と
件数の内訳：
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市民参加実施状況評価調書（アンケート） 6/8

【アンケートの概要】
1 アンケートの概要

1-1名称
1-2目的
1-3 対象
対象・地域・抽出方法 地域

（ ）

1-4 日間
実施期間 年 月 日 年 月 日 （日）

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

1-5 郵便 ＷＥＢ調査 電話

調査方法 その他 （ ）

記名式 無記名式

その他 （ ）

1-6 発送 件
発送件数

1-7 督促ハガキ等の送付

回答率向上の工夫 その他の方法 （ ）

1-8 回収 件
回収件数 ％

【公表事項・提出方法等】アンケート調査の実施等（第17条）
2 アンケートの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 有

実施目的の周知 無

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

【意見の取扱】 意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 アンケートの取扱

3-1 公表済 公表の日 令和 年 月 日

結果の公表の有無 公表予定 予定日 令和 年 月 日

公表無し 理由 （ ）

3-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

3-3 プライバシーに関わる情報等も公開

プライバシーへの配慮 プライバシーに関わる情報等は非公開

※「プライバシー」は情報公開条例第9条第1項各号及び第2項に定める内容

3-4 報告は行っていない 資料の配布により報告

審議会等への結果報告 資料の配布・説明により報告 資料の配布・説明に加え議論を行った

意見交換会・パブリックコメント

令和 (水)～

895

4

令和

28

証明書発行窓口（出張所）のあり方に関するアンケート調査
今後の証明書発行のあり方を検討するに当たり、住民票の取得方法の認知度や

実態など 書発 業務 す 市 ズを把握す と市内在住の18歳以上の男女　２，０００人
市内全地域
無作為抽出により選定

22

抽出方法

26
54

理由 客観性を確保するため

回収率

4 4

44.75

27

2,000
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市民参加実施状況評価調書（意見交換会） 7/8

意見交換会の開催（第18条）

【意見交換会の概要】
1 意見交換会の概要

1-1
名称
1-2
目的

1-3 平日日中 平日夜間 土日休日

1-4
意見を述べることの
出来る者の範囲 理由 （ ）

1-5 有 配布

出席者への資料の提供 閲覧 理由 （ ）

2 無 理由 （ ）

1-6 電話 ファクシミリ 電子メール

意見交換会終了後における 郵便 担当課窓口

市民の意見の受付方法 その他の方法 （ ）

【公表事項・提出方法等】開催日の事前公表（第19条）

2 意見交換会の事前周知

2-1 議題の内容 開催日時 開催場所 参加資格

周知内容 問い合わせ先 定員 検討結果等の公表予定時期

2-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他 （ ）

ポスターによるPRの実施 チラシによるPRの実施

2-3 意見交換会に係る資料は事前に公開した

資料の事前公開 意見交換会に係る資料は当日に配布した

【意見交換会の公開】
3 意見交換会の公開

3-1 有

開催日時の公表 無

3-2 公開

意見交換会の公開 非公開

3-3
非公開の理由
(3-2で非公開の場合に記入)

証明書発行窓口（出張所）のあり方に関する意見交換会

出張所の廃止を検討するにあたり、広く市民の意見を施策に反映させるため。

パブリックコメントで受付

時間帯（該当するもの全て）

多様な意見を収集するため

特に規定せず
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市民参加実施状況評価調書（意見交換会） 8/8

【開催記録の作成及び公表】開催記録の作成及び公表（第20条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

4 開催記録の作成

4-1 有 公開 公表の日 令和 年 月 日

開催記録の作成と公表 非公開
理由 （ ）

無 理由 （ ）

4-2 逐語訳

開催記録の内容 要点訳

4-3 公表用・原本いずれも記載

発言者氏名の記載 原本のみ記載

発言者は記載せず 理由 （ ）

4-4 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ ）

4-5

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）
4-6 意見交換会終了後、会議資料を公開している

会議資料の公開 意見交換会終了後、会議資料は公開していない

5 会議の詳細

第１回意見交換会詳細 議題

開催日時 年 9 月 2 日 時 分 ～ 時 分 （1時間）

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 （ ）

参加者数 名

第２回意見交換会詳細 議題

開催日時 年 9 月 3 日 時 分 ～ 時 分 （1時間）

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 （ ）

参加者数 名

第３回意見交換会詳細 議題

開催日時 年 9 月 3 日 時 分 ～ 時 分 （1時間）

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 （ ）

参加者数 名

第４回意見交換会詳細 議題

開催日時 年 9 月 4 日 時 分 ～ 時 分 （1時間）

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 （ ）

参加者数 名

第５回意見交換会詳細 議題

開催日時 年 9 月 4 日 時 分 ～ 時 分 （1時間）

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 （ ）

参加者数 名5

個人情報保護のため

4

証明書発行窓口（出張所）のあり方について

令和 4 （日） 13 0 14 0

0

証明書発行窓口（出張所）のあり方について

令和 4 （日） 10 0 11 0

1

証明書発行窓口（出張所）のあり方について

令和 4 （土） 13 0 14 0

0

証明書発行窓口（出張所）のあり方について

令和 4 （土） 10 0 11 0

0

証明書発行窓口（出張所）のあり方について

令和 4 （金） 18 0 19

4 10 31

4 10 31

36



課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 1 54 12

５．概要・目的

　汚水適正処理構想は、持続可能な汚水処理システム構築に向け、市域全体において、各種汚水処理
施設の整備並びに増大する汚水処理施設ストックの長期的かつ効率的な運営管理について、適切な役
割分担の下、計画的に実施していくための基本方針となるものです。
　この構想は、本市がそれぞれの汚水処理施設の有する特性、経済性を総合的に勘案し、社会情勢の
変化等に応じた効率的かつ適切な整備、運営管理手法を策定した上で、千葉県と連携して作成し、継
続的な進捗管理並びに必要な見直しを行っていきます。
　公共下水道の整備区域は、令和６年での概成を基本として、市街化区域、区域外の接続済み区域、
都市マスタープランにおける公益的施設誘導地区とします。これにより、前回構想では1,150haとし
ていた公共下水道の整備区域が、76ha減少し1,074haとなります。このうち短期目標年の整備予定
面積は1,019haです。残面積55haは、生産緑地（35ha）及び公益的施設誘導地区（20ha）が該
当し、これらの区域は中期目標年での完了を予定しています。
　また、見直し後において汚水処理人口普及率は短期目標年で約９7％を占めることとなります。その
後は長期目標年次までに汚水処理人口普及率が100%となるよう、開発者の誘致や合併浄化槽への転
換を促進していきます。

１．名称 白井市汚水適正処理構想

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 5

上下水道課
五百井

16 終了

令和4年度市民参加実施状況調査票
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１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和

令和 令和

令和４年度第２回及び第３回上下水道事業審議会において審議を行う。
概要説明（令和４年１１月２１日）　パブリックコメント結果説明（令和５
年１月２3日）

提出意見の数０件

令和 令和

令和 4 12 16 令和 5

令和 令和

令和

5 1 23

1 5

７．実施した市
民参加の手法

令和 4 11

令和

21 令和

令和
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・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

8．自己評価

9．配布した資
料一覧

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

１）審議会
白井市汚水適正処理構想（案）※冊子配布
２）パブリックコメント
白井市汚水適正処理構想（案）※冊子の閲覧
白井市汚水適正処理構想（改定）（案）に対する意見

【改善点】

パブリックコメントの提出意見が０件であり、下水道事業について一般市民の関心を高
めることが必要。

【良かった点】

下水道事業の有識者や受益者に加え、一般市民に広く意見を伺う機会を設けることがで
きた。
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 4/10

【会議の概要】

1 会議の概要

1-1 名称

1-2 目的

1-3 委員構成 名（男 8 名 女 2 名 ）

公募委員の割合 （ 30 ％ ） 女性の割合 （ 20 ％ ）

市内在住在勤者の人数 7 名

内訳 学識経験者 4 名

3 名 （うち無作為抽出） 1 名

公益団体の代表者 0 名

行政機関等職員 0 名

3 名 （ ）

1-4 委員の任期 年間 （1年未満のものは1年と記載）

年 月 ～ 令和 年 月

その他( )

1-5 開催の頻度

1-6 時間帯 平日日中 平日夜間 土日休日

（該当するもの全て）

委員の都合を考慮 傍聴者の都合を考慮

（該当するもの全て） 特になし

有 配布

閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

10

委嘱日から3年

下水道受益者３名

7

令和４年度上下水道事業審議会（第２回　第３回）

水道及び下水道事業の円滑な運営を図るため、白井市上下水道事業審議会を設置しています。

1-7 時間帯の決定要因

1-8 傍聴者への資料の提供

3

令和 8 7

公募委員

審議会等委員の人数

定期 不定期

その他

4
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 5/10

【市民公募】 審議会等の委員（第11条）

2 市民公募委員の有無

2-1 有 ( ） 人

公募の有無/人数 無

2-2

公募しない理由

2-3 日間

募集期間 年 月 日 年 月 日

2-4 郵便 ファクシミリ 電子メール

応募方法 各センター・回収箱 担当課窓口

その他の方法 （ ）

2-5 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-6 有

応募者への選考結果通知 無 理由 （ ）

3 選考基準の有無

3-1 有 名称 ( )

選考基準の有無 審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱により策定
選考基準の策定方法 独自に策定

無

3-2 1
選考基準の内容 2

（基準の優先順位） 3

4

5

6
7

3-3 有

選考基準の公表の有無 無

3-4
選考基準を公開しない理由

(3-3で無の場合に記入）

54

応募の動機が委員の職務に照らし適切であるものを優先とする。

地域要件

3

2015 令和

複数の公募委員を選任するときは、男女比率、地域・年齢構成の均衡に考慮する。ま
た、同一の団体、サークル等に所属しないよう配慮するものとする。

34

令和 4 4

市政への参画経験の少ない者を優先とする。

その他の要件（上下水道部門の技術士の資格を有しており、審議会の管理等における
審議において、重要な役割を果たすものとして評価した。）

～
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 6/10

4 公募委員

4-1 計 人 計 人 計 人
総数 男 人 ・ 女 人 男 2 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-2 第一小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
地域別 第二小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
第三小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
清水口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
大山口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
七次台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
南山小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
池の上小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
桜台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-3 １５歳 ～２０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
年齢別 ２１歳 ～３５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
36 歳 ～５０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
５１歳 ～６５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
66 歳 ～ 歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人4

無作為抽出

1

2 1

1

1

2

1

決定者

4

1

1

2

1

無作為抽出以外

1

1
1

1

1

1

1
1

4
応募者

1

4
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 7/10

【会議の公開等】 会議の公開等（第12条）

5 会議の事前周知・公開

5-1 有

開催日時の公表 無

5-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

5-3 公開

会議の公開 非公開

5-4

非公開の理由

（5-3で非公開の場合に記入）

【会議録の作成及び公表】 会議録の作成及び公表（第13条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

6 会議録の作成

6-1 有

会議録の作成と公開 公開

非公開

理由 （ ）

無 理由 （ ）

6-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

6-3 逐語訳

会議録の内容・様式 要点訳

6-4 公表用・原本いずれも記載

発言者氏名の記載 原本のみ記載

発信者は記載せず 理由 （ ）

6-5

会議録は見やすく工夫が

されているか

6-6 １か月以内に公開

２か月以内に公開

半年以内に公開

6-7 審議会終了後、会議資料を公開している

会議資料の公開 審議会終了後、会議資料は公開していない

会議録の公開に要する期間
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 8/10

7 会議の詳細（回数に応じて増やしてください）

第１回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 月 ） 14 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第２回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 月 ） 10 時 分 ～ 11 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

4

8 3 ##

令和 011

汚水適正処理構想（案）について

3

021

15

9 3 ##

0

汚水適正処理構想のﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄの結果について（報告）

令和 5 1 23 0
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 9/10

【パブリックコメントの概要】パブリックコメントの募集（第14条）
1 パブリックコメント（意見公募）の概要

日間
年 月 日 年 月 日 ( 木 )

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

郵便 ファクシミリ 電子メール

（該当するもの全て） 各センター 担当課窓口

その他の方法 （ ）

1-4 提供する資料 計画や条例の素案

計画や条例の概要

（該当するもの全て） パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内

意見書

1-5 資料の提供場所 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

（該当するもの全て） 各センター 図書館

その他の方法 （ ）

市民（在住・在勤・在学者）のみ 関係者のみ

特に規定せず

その他 ( ）

【公表事項・提出方法等】

2 パブリックコメントの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 対象となる事案及び事案の趣旨 提出期間

周知の内容 原案 意見を提出できる者の範囲（資格要件）

意見の提出先 必要な事項

提出方法 検討結果の公表時期

検討結果の公表方法

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-4
ホームページの 有 件

アクセス件数 無

16 5

パブリックコメントの公表事項（第15条）/パブリックコメントの提出方法等（第16条）

1-1 募集時の名称

1-2 募集期間

令和

1-3 応募方法

1-6 意見提出に係る資格

      要件

白井市汚水適正処理構想（改定）（案）について
21
令和 4 12 金 )～ 1 5

市内在住、在勤、在学者、市内に事業所を有する法人や団体

52

45



市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 10/10

【意見の取扱】意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 パブリックコメントの取扱

3-1意見の件数 人 件

件

件

件

件

件

件

3-2 素案を修正する意見 件

既に素案に盛り込んでいる意見 件

素案には反映できないが今後の参考とする意見 件

素案には反映できないが意見として伺った意見 件

3-3

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）

3-4 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

公表の方法 各センター 図書館 広報しろい

メール配信 その他の方法 （ )

3-5 提出された意見の内容を原文のまま公表

提出された意見は項目ごとにまとめて公表

その他 （ ）

3-6
審議会等への結果報告 有 報告日 令和 年 月 日

無 理由 （ ）

センター名と
件数の内訳：

　 その他の方法

　 担当課窓口

　【意見の内訳】

　 郵便

　 ファクリミリ

　 電子メール

　 各センター

0

5 1 23

0

提出された意見への対応

提出された意見の取り扱い
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課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 12 194 9

５．概要・目的

　国のデジタル社会の形成に関する施策の一環として、個人情報保護制度の見直し（個
人情報の保護に関する法律の改正）が行われ、条例に基づき制度の運用をしていた地方
公共団体においても、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流
通」の両立などを目的として、令和５年４月１日から法の規律が適用されることとなっ
た。
　法に定められたルールのうち、一部の事項については、地方公共団体の条例で定める
必要があったことから、白井市個人情報保護条例を廃止し、新たに法の施行条例を制定
したもの。

１．名称 個人情報の保護に関する法律施行条例

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 4

総務課行政係
小池

28 終了

令和4年度市民参加実施状況調査票
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１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

具体的な

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和 令和

令和 令和
令和

令和 令和

白井市情報公開・個人情報保護審査会（市民公募なし）

法施行条例の骨子案について市民の意見を募集したもの

令和 令和

令和 4 10 17 令和 4

令和 令和

令和
10 31

７．実施した市
民参加の手法

令和 4 9

令和

28 令和

令和
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・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

8．自己評価

9．配布した資
料一覧

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

（審議会・パブリックコメント共通）
・条例骨子案
・参考資料　個人情報保護法の改正の概要
・参考資料　白井市個人情報保護条例（現行条例）と改正個人情報保護法の主な相違点
・参考資料　地方公共団体が定める条例（法施行条例）について

（審議会のみ配布）
・参考資料　白井市個人情報保護条例と個人情報保護法の条文比較

【改善点】

内部での検討に時間を要してしまったため、審議会への意見聴取や議会への条例案提出
のスケジュールの都合上、パブリックコメントの周知・募集期間や、内容に反映すべき
意見があった場合の検討期間を十分に確保することができなかった。

【良かった点】

パブリックコメントの周知・募集については、期間を除き、その方法や資料の提供場所
については、必要十分なものであったと考えている。
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 4/9

【会議の概要】

1 会議の概要

1-1 名称

1-2 目的

1-3 委員構成 名（男 3 名 女 2 名 ）

公募委員の割合 （ 0 ％ ） 女性の割合 （ 40 ％ ）

市内在住在勤者の人数 3 名

内訳 学識経験者 2 名

0 名 （うち無作為抽出） 名

公益団体の代表者 0 名

行政機関等職員 0 名

3 名 （ ）

1-4 委員の任期 年間 （1年未満のものは1年と記載）

年 月 ～ 令和 年 月

その他( )

1-5 開催の頻度

1-6 時間帯 平日日中 平日夜間 土日休日

（該当するもの全て）

委員の都合を考慮 傍聴者の都合を考慮

（該当するもの全て） 特になし

有 配布

閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

5

民生委員児童委員、行政相談員、元教育関係者（学校長）

9

白井市情報公開・個人情報保護審査会

情報公開制度・個人情報保護制度における不服申立ての審査、同制度に関する意見聴
取、行政不服審査法に基づく審査請求の審査を行うために、市長の附属機関として設置
しているもの。

1-7 時間帯の決定要因

1-8 傍聴者への資料の提供

5

2

令和

公募委員

審議会等委員の人数

定期 不定期

その他

3 10
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 5/9

【市民公募】 審議会等の委員（第11条）

2 市民公募委員の有無

2-1 有 ( ） 人

公募の有無/人数 無

2-2

公募しない理由

2-3 日間

募集期間 年 月 日 年 月 日

2-4 郵便 ファクシミリ 電子メール

応募方法 各センター・回収箱 担当課窓口

その他の方法 （ ）

2-5 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-6 有

応募者への選考結果通知 無 理由 （ ）

3 選考基準の有無

3-1 有 名称 ( )

選考基準の有無 審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱により策定
選考基準の策定方法 独自に策定

無

3-2 1
選考基準の内容 2
（基準の優先順位） 3

4
5
6
7

3-3 有

選考基準の公表の有無 無

3-4
選考基準を公開しない理由

(3-3で無の場合に記入）

令和 令和

審査会の担任する事務（※）の性質上、市民公募は行っていない。
（法や条例に基づく行政処分に対する不服審査を行う事務を所掌しており、法的な観点
や専門知識に基づく意見を求める機関となっている。また、個人情報等の機密情報を扱
う場面もあるため、審議内容を外部に漏らした場合の刑事罰が設けられた唯一の機関で
ある ）

～
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 6/9

4 公募委員

4-1 計 人 計 人 計 人
総数 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-2 第一小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
地域別 第二小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
第三小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
清水口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
大山口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
七次台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
南山小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
池の上小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
桜台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-3 １５歳 ～２０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
年齢別 ２１歳 ～３５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
36 歳 ～５０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
５１歳 ～６５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
66 歳 ～ 歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人

無作為抽出
決定者

無作為抽出以外
応募者
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【会議の公開等】 会議の公開等（第12条）

5 会議の事前周知・公開

5-1 有

開催日時の公表 無

5-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

5-3 公開

会議の公開 非公開

5-4

非公開の理由

（5-3で非公開の場合に記入）

【会議録の作成及び公表】 会議録の作成及び公表（第13条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

6 会議録の作成

6-1 有

会議録の作成と公開 公開

非公開

理由 （ ）

無 理由 （ ）

6-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

6-3 逐語訳

会議録の内容・様式 要点訳

6-4 公表用・原本いずれも記載

発言者氏名の記載 原本のみ記載

発信者は記載せず 理由 （ ）

6-5

会議録は見やすく工夫が

されているか

6-6 １か月以内に公開

２か月以内に公開

半年以内に公開

6-7 審議会終了後、会議資料を公開している

会議資料の公開 審議会終了後、会議資料は公開していない

7 会議の詳細（回数に応じて増やしてください）

第１回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 水 ） 14 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

4

5 0 100.0

令和 09

個人情報保護法の改正に伴う本市の対応について　等

会議録の公開に要する期間

4

028
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 8/9

【パブリックコメントの概要】パブリックコメントの募集（第14条）
1 パブリックコメント（意見公募）の概要

日間
年 月 日 年 月 日 ( 月 )

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

郵便 ファクシミリ 電子メール

（該当するもの全て） 各センター 担当課窓口

その他の方法 （ ）

1-4 提供する資料 計画や条例の素案

計画や条例の概要

（該当するもの全て） パブリックコメントの目的・意見の提出方法などを記した案内

意見書

1-5 資料の提供場所 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

（該当するもの全て） 各センター 図書館

その他の方法 （ ）

市民（在住・在勤・在学者）のみ 関係者のみ

特に規定せず

その他 ( ）

【公表事項・提出方法等】

2 パブリックコメントの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 対象となる事案及び事案の趣旨 提出期間

周知の内容 原案 意見を提出できる者の範囲（資格要件）

意見の提出先 必要な事項

提出方法 検討結果の公表時期

検討結果の公表方法

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-4
ホームページの 有 件

アクセス件数 無

17 4

パブリックコメントの公表事項（第15条）/パブリックコメントの提出方法等（第16条）

1-1 募集時の名称

1-2 募集期間

令和

1-3 応募方法

1-6 意見提出に係る資格

      要件

（仮称）白井市個人情報の保護に関する法律施行条例（骨子案）について
15
令和 4 10 ( 月)～ 10 31

101
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市民参加実施状況評価調書（パブリックコメント） 9/9

【意見の取扱】意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 パブリックコメントの取扱

3-1意見の件数 人 件

件

件

件

件

件

件

3-2 素案を修正する意見 件

既に素案に盛り込んでいる意見 件

素案には反映できないが今後の参考とする意見 件

素案には反映できないが意見として伺った意見 件

3-3

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）

3-4 担当課窓口 ホームページ 情報公開コーナー

公表の方法 各センター 図書館 広報しろい

メール配信 その他の方法 （ )

3-5 提出された意見の内容を原文のまま公表

提出された意見は項目ごとにまとめて公表

その他 （ ）

3-6
審議会等への結果報告 有 報告日 令和 年 月 日

無 理由 （ ）

センター名と
件数の内訳：

　 その他の方法

2

　 担当課窓口

　【意見の内訳】

　 郵便

　 ファクリミリ

　 電子メール

　 各センター

1

4 12 1

94

2

1

提出された意見への対応
1

提出された意見の取り扱い

11
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課等・班名：
担当者名：

【概要】

新規(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等をした場合)

終了(令和4年度中に計画・条例の制定・変更、改廃等を終了した場合)

開始 年 月 日 年 月 日
※期間が未定の場合は予定の日付を記入

市の施策として重要であり、特に広く市民の意見を反映させる必要のある事業

広く市民の意見を反映させることが望ましい事業

●市民参加を行った理由（条例第6条第1項に規定する行政活動）
市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い施策の基本方針その他の
基本的事項を定める計画の策定又は変更
市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定
又は変更
その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

●市民参加を行わなかった理由（条例第6条第2項に規定する行政活動）
緊急その他やむを得ない理由
金銭徴収に関する条例の制定若しくは改廃
政策的な判断を要しない条項について条例の改正
その他　（ ）

文化センター　管理班
大塚隆雄

6 終了

５．概要・目的

文化センターは、文化会館、図書館、郷土資料館、プラネタリウム館の４館からなる複
合施設で、平成６年（1994年）に開館し、これまで市の文化芸術活動や生涯学習活動
の拠点として大きな役割を担ってきた。開館以来２６年が経過したことで機器や設備の
老朽化が進行して大規模改修が必要な時期を迎えており、建設当初から大きく変化した
社会情勢や市民ニーズ等を踏まえて今後の施設の利用方法について現状にとらわれずに
ゼロベースで検討を行い、あり方を決定する必要がある。
教育委員会は、「白井市文化センターのあり方検討委員会」（以下「検討委員会」とい
う。）を設置し、今後の文化センターのあり方について9回にわたり、調査・審議して
いただき、その結果が「白井市文化センターのあり方検討に関する提言書」として令和
5年3月に教育委員会に提出された。

１．名称 公共施設等あり方検討事業

２．位置付け
継続(令和4年度以前から計画・条例の制定・変更、改廃等を継続実施し
ている場合）

令和 5

6．市民参加を
行った理由

４．性格

３．期間 令和 3 313 1

令和4年度市民参加実施状況調査票
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１ 審議会の設置
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

２ パブリックコメントの募集
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

３ アンケート調査の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

４ 意見交換会の開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

５ ワークショップの開催
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

６ 住民投票の実施
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

概要

７ その他の方法
実施済 年 月 日 ～ 年 月 日
実施予定 年 月 日 ～ 年 月 日

内容

令和

７．実施した市
民参加の手法

令和 3 1

市では、文化センターのあり方検討委員会を立ち上げて調査審議を進めて
いるが、市民から利用に関するご意見などを聞き、検討委員会での調査審
議の参考とするため、アンケートを実施した。

令和

28 令和

令和

5 1 24
令和 令和

令和 令和

開館以来２６年が経過した文化センターについて、社会情勢の変化や市民
ニーズ等を踏まえて、今後のあり方について、現状にとらわれずゼロベース
で検討・決定する。文化センターのあり方を調査審議し、教育委員会に提言
をすること

令和 3 4 14 令和 3 5 10
令和 令和

令和
令和 令和

令和 3 9 28 令和 4 3 1
令和 令和

広く市民意見を聴取し、検討委員会が作成する提言書の内容に反映させる
ため、継続的な市民ワークショップを開催した。(全5回開催)

令和 令和
令和 令和

令和 3 8 1 令和 4 1 29
令和 令和

具体的な 文化センター利用団体等を対象としたアンケート(ヒアリング)、施設見学
会(バックステージツアー)後の参加者向けアンケート
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・　個々の市民参加の手法の実施内容や時期は適切であったか。

・ 配付した資料を市民参加の手法ごとに記載

※ 記入における注意事項
・ 欄の該当箇所にチェックをしてください。
・ には、文字又は数字を記入してください。
・ 実施時期、終了時期が未定の場合は、概要欄にその旨を記載してください。
・ 事業名は、正式な名称を記入してください。
・ 「7.実施した市民参加の手法」について、令和5年度以降に実施する場合は予定に記入してください。

【改善点】

審議会(委員会)以外の市民参加手法を実施し、その結果も取りまとめて提言書が作成さ
れたので、現状、特に改善点は無いと捉えている。

【良かった点】

文化センターの今後のあり方の検討にあたり、審議会(委員会)以外にも、市民アンケー
ト、利用団体アンケート、施設見学会を実施した。特に令和３年度に市民の意見をより
多く聞くため、市民アンケート、利用団体アンケート(ヒアリング)、施設見学会(バッ
クステージツアー)、ワークショップ(全5回)を実施し、あり方検討委員会にその意見を
フィードバックすることが出来た為、選定した市民活動手法・時期は、適切であったと
捉えている。

8．自己評価

9．配布した資
料一覧

・　選定した市民参加の手法は適切であったか。

・　改善点と次回以降の取り組みに関して

※あり方検討委員会
・あり方検討委員会の目的と役割・あり方の検討に関するこれまでの経緯・白井市附属
機関条例・今後のスケジュール・建設の経緯・文化センターパンフレット・文化セン
ター職員の配置状況・平成31年度版統計白井・白井市公共施設修繕計画・財政推計の
見直しと財政健全化の取組・市の上位計画について・文化センター建設計画について・
文化センターの運営経費について・現在の市民の年齢構成及び将来予測等について・同
規模都市の施設規模調査・スケジュール・市民アンケート・近隣施設の調査結果・各館
の基礎調査結果・市民アンケートの結果(中間報告)・今後の検討委員会の進め方・各種
アンケート、ヒアリング結果・ワークショップニュースレター・公募管理者制度等につ
いて・コスト検討のベース案に関して・方針検討・概算算定一覧・検討委員会と市民参
加の役割について・白井市文化センターのあり方検討に関する提言書(案)

※市民アンケート(市内在住者：無作為抽出2,500名)：アンケート用紙

※利用団体アンケート(各館利用者団体、各館運営協議会、白井協業団地協議会)：アン
ケート用紙

※施設見学会(バックステージツアー)：アンケート用紙

※あり方検討ワークショップ：あり方検討支援業務受託者(コンサルタント業者)が作成
した資料(第1回から第5回)
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市民参加実施状況評価調書（審議会） 4/14

【会議の概要】

1 会議の概要

1-1 名称

1-2 目的

1-3 委員構成 名（男 11 名 女 3 名 ）

公募委員の割合 （ 36 ％ ） 女性の割合 （ 21 ％ ）

市内在住在勤者の人数 12 名

内訳 学識経験者 2 名

5 名 （うち無作為抽出） 2 名

公益団体の代表者 0 名

行政機関等職員 6 名

1 名 （ ）

1-4 委員の任期 年間 （1年未満のものは1年と記載）

年 月 ～ 令和 年 月

その他( )

1-5 開催の頻度

1-6 時間帯 平日日中 平日夜間 土日休日

（該当するもの全て）

委員の都合を考慮 傍聴者の都合を考慮

（該当するもの全て） 特になし

有 配布

閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

公募委員

審議会等委員の人数

定期 不定期

その他

3 1 5

3

令和

1-7 時間帯の決定要因

1-8 傍聴者への資料の提供

白井市文化センターのあり方検討委員会

白井市文化センターのあり方について調査審議し、教育委員会に提言をすること。

7

14
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【市民公募】 審議会等の委員（第11条）

2 市民公募委員の有無

2-1 有 ( ） 人

公募の有無/人数 無

2-2

公募しない理由

2-3 日間

募集期間 年 月 日 年 月 日

2-4 郵便 ファクシミリ 電子メール

応募方法 各センター・回収箱 担当課窓口

その他の方法 （ ）

2-5 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

2-6 有

応募者への選考結果通知 無 理由 （ ）

3 選考基準の有無

3-1 有 名称 ( )

選考基準の有無 審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱により策定
選考基準の策定方法 独自に策定

無

3-2 1
選考基準の内容 2
（基準の優先順位） 3

4
5
6
7

3-3 有

選考基準の公表の有無 無

3-4
選考基準を公開しない理由

(3-3で無の場合に記入）

～

市政への参画経験の少ない者。
文化センターの利用、非利用。

5

415 令和

21

令和 2 10 112

応募動機が委員の職務に照らし適切である者。

1.2.3で同点の場合は、男女比率・地域・年齢構成の均衡に考慮する。

主に審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱により選定したため。

文化センターあり方検討委員会市民公募
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4 公募委員

4-1 計 人 計 人 計 人
総数 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-2 第一小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
地域別 第二小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
第三小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
清水口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
大山口小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
七次台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
南山小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
池の上小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
桜台小学校区 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
4-3 １５歳 ～２０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
年齢別 ２１歳 ～３５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
36 歳 ～５０歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
５１歳 ～６５歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人
66 歳 ～ 歳 計 人 計 人 計 人

男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人 男 人 ・ 女 人

22 1
2
1

4
応募者

1

1

1

0

1

1

1
1

1

1
0 1

3
2

無作為抽出以外

0
1

1
1

1

0

決定者

0 1

1

1

0

1

1

1
2 0

1 0

1

0

01

1 0

0

0

0 1

無作為抽出

1

1

2
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【会議の公開等】 会議の公開等（第12条）

5 会議の事前周知・公開

5-1 有

開催日時の公表 無

5-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

5-3 公開

会議の公開 非公開

5-4

非公開の理由

（5-3で非公開の場合に記入）

【会議録の作成及び公表】 会議録の作成及び公表（第13条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

6 会議録の作成

6-1 有

会議録の作成と公開 公開

非公開

理由 （ ）

無 理由 （ ）

6-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

6-3 逐語訳

会議録の内容・様式 要点訳

6-4 公表用・原本いずれも記載

発言者氏名の記載 原本のみ記載

発信者は記載せず 理由 （ ）

6-5

会議録は見やすく工夫が

されているか

6-6 １か月以内に公開

２か月以内に公開

半年以内に公開

6-7 審議会終了後、会議資料を公開している

会議資料の公開 審議会終了後、会議資料は公開していない

会議録の公開に要する期間
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7 会議の詳細（回数に応じて増やしてください）

第１回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 木 ） 13 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第２回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第３回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 15 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第４回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 金 ） 13 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第５回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 金 ） 13 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第６回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 17 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第７回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第８回会議詳細 議題

開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 13 時 分 ～ 15 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

第９回会議詳細 議題

( 終回) 開催日時（曜日） 年 月 日 （ 火 ） 15 時 分 ～ 16 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 文化センター

出席委員 名 (うち公募委員 名） 出席率 ％

傍聴者数 名

10

3028

委嘱、検討委員会の目的と役割、これまでの経緯、今後のスケジュール

3

13 5 92.9

令和 301

市の財政推計・財政健全化への取組、今後の検討委員会の進め方、市民ｱﾝｹｰﾄ・利用団体ﾋｱﾘﾝｸﾞ等

令和 3 3 16 30 30

13 5 92.9

11

近隣施設の調査結果、各館の基礎調査結果、市民ｱﾝｹｰﾄの結果、今後の検討委員会の進め方

令和 3 6 29 0 45

12 4 85.7

14
各種ｱﾝｹｰﾄ・ﾋｱﾘﾝｸﾞ結果、公募管理者制度、改修方法及び改修費用の掲示と今後のあり方、検討委員会と市民参加の役割

令和 3 11 5 30 30

13 5 92.9

11

公共施設個別施設計画、市民ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・施設見学会の実施結果、施設別改修経費・ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ、あり方の検討

令和 4 3 18 30 0

12 4 85.7

8
機能ごとの概算金額、検討委員会及び検討委員会終了後のスケジュール、文化施設等の配置及び市制の要件に関する法令等

令和 4 5 31 30 0

12 4 85.7

7
文化センター各館の改修方法と利用可能形態、第6回検討委員会で出された意見等、プラネタリウム館の運営経費見込額等

令和 4 8 16 30

45

30

12 4 85.7

10

提言書(案)の検討

令和 5 1 24 30

令和 4 10 25 30

45

12 4 85.7

7

11 3 78.6

10

提言書(案)の検討
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【アンケートの概要】
1 アンケートの概要

1-1名称
1-2目的
1-3 対象
対象・地域・抽出方法 地域

（ ）

1-4 日間
実施期間 年 月 日 年 月 日 （月）

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込んで実施した

意見を施策へ反映させるための十分な検討期間を見込まず実施した

1-5 郵便 ＷＥＢ調査 電話

調査方法 その他 （ ）

記名式 無記名式

その他 （ ）

1-6 発送 件
発送件数

1-7 督促ハガキ等の送付

回答率向上の工夫 その他の方法 （ ）

1-8 回収 件
回収件数 ％

【公表事項・提出方法等】アンケート調査の実施等（第17条）
2 アンケートの（事前）周知

2-1 有

周知の有無 無

2-2 有

実施目的の周知 無

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

【意見の取扱】 意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9条）

3 アンケートの取扱

3-1 公表済 公表の日 令和 年 月 日

結果の公表の有無 公表予定 予定日 令和 年 月 日

公表無し 理由 （ ）

3-2 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

3-3 プライバシーに関わる情報等も公開

プライバシーへの配慮 プライバシーに関わる情報等は非公開

※「プライバシー」は情報公開条例第9条第1項各号及び第2項に定める内容

3-4 報告は行っていない 資料の配布により報告

審議会等への結果報告 資料の配布・説明により報告 資料の配布・説明に加え議論を行った

令和 (水 )～

907

3

令和

511

白井市文化センターのあり方検討に係るアンケート
今後の検討委員会での調査審議の参考とするため。

15歳以上の市民
市内
無作為抽出

10

抽出方法

27
53

理由 文化センター利用・非利用に係らず意見を求めるため。

回収率

4 3

36.3

14

2,500
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【ワークショップの概要】 ワークショップの開催（第21条）

１ ワークショップの概要

1-1名称

1-2
目的
1-3 有
対象者の選別 対象者資格あり 資格 （ ）

対象者資格なし

理由

無 内容 （ ）

1-4 平日日中 平日夜間 土日休日

1-5 有 配布
出席者への資料の提供 閲覧 理由 （ ）

無 理由 （ ）

1-6 受け付けている

終了後の意見受付 受付方法 （

受け付けていない

【公表事項・提出方法等】 開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表（第22条）

2 ワークショップの事前周知

2-1 議題の内容 開催日時 検討結果等の公表予定時期

周知の内容 問い合わせ先 定員 開催場所 参加資格

2-2 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ )

ポスターによるPRの実施 チラシによるPRの実施

2-3 ワークショップに係る資料は事前に公開した

資料の事前公開 ワークショップに係る資料は当日に配布した

【ワークショップの公開等】 開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表（第22条）
3 ワークショップの公開

3-1 有 公表の日時 令和 年 月 日～

開催日時の公表 無

3-2 公開

ワークショップの公開 非公開

3-3
非公開の場合理由
(3-2で非公開の場合、記入)

3 9 1

ワークショップ終了後になんでもアンケートに記入しその場で提出

時間帯(該当するもの全て)

）

白井市文化センターのあり方検討ワークショップ

広く市民意見を聴取し、検討委員会が作成する提言書の内容に反映させるた
め、継続的な市民ワークショップを開催する。(全5回開催)

市内在住・在勤・在学の中学生以上

利用者の内、市外ではなく、市内在住・在
勤の方の意見を聞きたかったため。
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【開催記録の作成及び公表】 開催日等の事前公表並びに開催記録の作成及び公表（第22条）/意見の取扱い（第8条)/意見の公表方法（第9

4 開催記録の作成

4-1 有 公表 公表の日 令和 年 月 日

開催記録の作成と公表 非公開
理由 （ ）

無 理由 （ ）

4-2 逐語訳

開催記録の内容 要点訳

4-3 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他 （ ）

4-4

提出された意見に対する 有 公表の日 令和 年 月 日

市の考え方の公表 無 理由 （ ）
4-5 ワークショップ終了後、会議資料を公開している
会議資料の公開 ワークショップ終了後、会議資料は公開していない

5 会議の詳細

第１回ワークショップ 議題

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名

第２回ワークショップ 議題

その他 (文化センター)

18

あり方検討委員会への参考資料とするため

白井、文化センターのじまん・ふまんを考える

3 9 28 18 15

内部用の記録として作成しているため。(資料は公表している)

施設のコンセプトを考える
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開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名

第３回ワークショップ 議題

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名

第４回ワークショップ 議題

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名

第５回ワークショップ 議題

終 開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～

開催場所 庁舎・保健福祉センター 　各センター

参加者数 名

18 30

3 11 2 18 30

18 30

その他 (文化センター)

16

施設に必要な機能を考える

3 12 7

18 15

その他 (文化センター)

19

施設機能の規模、設備を考える

4 1 18

その他 (文化センター)

13

その他 (文化センター)

14

市民参加について考える

4 3 1
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【市民参加の手法の概要】 その他の市民参加の方法の設定（第24条）

１ その他の市民参加の手法の概要
1-1
名称
1-2

目的

1-3
具体的な内容

1-4 平日日中 平日夜間 土日休日
時間帯(該当するもの全て)

1-5 有 委員資格あり 資格 （ ）

出席者・対象者の範囲 委員資格なし

理由（ ）

無 内容 （ ）

1-6 有 配付

出席者への資料提供 閲覧 理由（ ）

無 理由（ ）

【公表事項・提出方法等】
2 事前周知

2-1
周知の内容

2-2
周知時期 令和 年 月 日

2-3 広報しろい ホームページ 情報公開コーナー

周知方法 各センター 図書館 担当課窓口

メール配信 その他 （ )

2-4 会議等に係る資料は事前に公開した

資料の事前公開 会議等に係る資料は当日に配布した

【公開】

3 公開
3-1 有 公表の日時 令和 年 月 日～

開催日時の公表 無

3-2 公開

当該手法の公開 非公開

3-3

非公開の理由
(3-2で非公開の場合に記入)

施設見学会(バックステージツアー)

普段立ち入ることのできない設備関係諸室(バックステージ)を見学し、開館以来26
年が経過した施設の現状を確認いただくと共に、見学後に今後の文化センターのあ
り方に関するアンケートを取り、文化センターのあり方検討事業における市民意見
を聴取する機会の一つとするもの。

普段立ち入ることができない施設を見学
図書館棟：地下熱源機械室、閉架書庫、屋上等
会館棟：大道具庫・ピアノ庫、調光音響室、ピンスポット室、天井裏

1

文化センターのあり方検討に係る施設見学会(バックステージツアー)参加者募集

14

市内在住者

4 1 1
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【市民参加の内容と結果】

4 当該手法の詳細（回数に応じて増やしてください）
第１回

内容

開催日時 令和 年 月 日 時 分 ～ 時 分

開催場所 庁舎・保健福祉センター 各センター その他 （ ）

参加者数 名

【開催記録の作成及び公表】

5 開催記録の作成
5-1 有 公表 公表の日 令和 年 月 日

非公開

理由 （ ）

無 理由 （ ）

5-2 逐語訳

開催記録の内容 要点訳

5-3 情報公開コーナー ホームページ 図書館

公表の方法 広報しろい 各センター 担当課窓口

メール配信 その他の方法 （ ）

5-4

有 公表の日 令和 年 月 日

無 理由 （ ）

5-5 会議等終了後、会議資料を公開している
会議資料の公開 会議等終了後、会議資料は公開していない

【その他特記事項】

開催記録の作成と公表

50

提出された意見に対する

市の考え方の公表

30 161

文化センターのあり方に係る施設見学会(バックステージツアー)

29 13

市民参加手法名

普段立ち入ることのできない設備関係諸室の見学

19

内部の記録用として作成しているため

4

あり方検討委員会への参考資料とするため
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参考資料２ 
○白井市市民参加推進会議規則 

平成１６年１０月２２日 
規則第２４号 

改正 平成２３年３月３１日規則第１１号 
平成３０年３月２７日規則第１０号 

（趣旨） 
第１条 この規則は、白井市市民参加条例（平成１６年条例第１５号）第２５条第８項の規

定により、白井市市民参加推進会議（以下「推進会議」という。）の組織及び運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 
（会長及び副会長） 

第２条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
（会議） 

第３条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
（資料の提出、意見の聴取等） 

第４条 推進会議は、必要があると認めるときは、市長に資料の提出を求め、又は関係者に

対し出席を求め、意見若しくは説明を聴くことができる。 
（庶務） 

第５条 推進会議の庶務は、市民活動支援担当課において処理する。 
（一部改正〔平成２３年規則１１号・３０年１０号〕） 

附 則 
この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。 
附 則（平成２３年規則第１１号）抄 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 
附 則（平成３０年規則第１０号）抄 

（施行期日） 
１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
 










